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中
国
研
究
集
刊 

珠
号
（
総
五
十
九
号
）
平
成
二
十
六
年
十
二
月　

一
︱
三
四
頁

泊
園
書
院
の
『
大
学
』
解
釈

︱
徂
徠
学
の
継
承
と
展
開
と
︱

矢
羽
野
隆
男

は
じ
め
に

　

江
戸
後
期
の
大
坂
で
多
く
の
門
人
を
擁
し
た
漢
学
塾
に
藤
澤
東

畡
（
一
七
九
四
～
一
八
六
四
）
の
泊
園
書
院
が
あ
る（
注
1
）。
東
畡

は
、
寛
政
六
年
、
讃
岐
の
農
家
に
生
ま
れ
、
徂
徠
学
派
の
中
山
城

山
（
一
七
六
三
～
一
八
三
七
）
に
学
び
、
長
崎
遊
学
、
高
松
で
の

開
塾
の
後
、
文
政
八
年
に
大
坂
で
泊
園
塾
を
開
い
た
。
嘉
永
五
年

に
高
松
藩
の
士
分
と
な
り
、
大
坂
在
住
の
ま
ま
儒
官
に
遇
せ
ら
れ

た
。
嘉
永
六
年
発
行
の
『
浪
華
風
流
月
旦
評
名
橋
長
短
録
』
は
、

大
坂
の
文
人
を
八
百
八
橋
に
な
ぞ
ら
え
た
番
付
で
、
懐
徳
堂
の
並

河
寒
泉
（
行
司
、
五
十
間 

京
橋
）、
中
井
桐
園
（
同
、
十
五

間 

御
成
橋
）、
梅
花
書
屋
の
後
藤
松
陰
（
勧
進
元
、
百
二
十
二
間

半 

天
神
橋
）
と
並
ん
で
、
東
畡
は
「
後
見 

百
十
九
間 

難
波
橋
」

に
擬
せ
ら
れ
、
そ
の
名
望
の
程
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
こ
の
番
付

は
漢
学
者
を
「
詩
」「
文
」「
経
」「
儒
」
に
区
別
し
、
寒
泉
・
桐

園
に
「
儒
」、
松
陰
に
「
文
」
を
当
て
る
の
に
対
し
、
東
畡
に
は

「
経
」
と
す
る
。
東
畡
が
経
学
で
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
見
て

取
れ
る（
注
2
）。

　

東
畡
の
後
、
塾
を
継
承
し
て
そ
の
名
を
高
め
た
の
は
長
子
南
岳

（
一
八
四
三
～
一
九
二
〇
）
で
あ
る
。
南
岳
は
、
天
保
十
三
年
、

讃
岐
生
ま
れ
。
父
東
畡
か
ら
徂
徠
学
を
受
け
、
文
久
三
年
に
塾
を

委
ね
ら
れ
た
。
慶
応
元
年
、
高
松
藩
の
儒
官
と
な
り
、
維
新
後
も

藩
政
に
参
与
す
る
が
、
新
政
府
の
教
育
方
針
と
相
容
れ
ず
、
明
治

六
年
、
三
十
二
歳
で
大
阪
へ
戻
り
泊
園
書
院
を
再
興
し
た
。
以

後
、
全
国
か
ら
集
ま
っ
た
学
生
は
明
治
三
十
年
代
後
半
ま
で
で
も
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五
千
人
に
及
ん
だ（
注
3
）。
大
正
九
年
に
南
岳
が
七
十
九
歳
で
没
し

て
後
も
、
書
院
は
長
男
黄
鵠
、
次
男
黄
坡
へ
と
受
け
継
が
れ
、
黄

坡
の
死
去
に
よ
っ
て
昭
和
二
十
三
年
に
閉
校
と
な
る
ま
で
百
二
十

余
年
も
の
あ
い
だ
大
阪
の
漢
学
を
支
え
た
。

　

徂
徠
学
を
基
礎
に
独
自
の
展
開
を
遂
げ
た
泊
園
書
院
の
学
問
は

「
泊
園
学
」
と
総
称
さ
れ
る
。
東
畡
の
学
説
は
南
岳
が
『
泊
園
家

言
』
に
ま
と
め
、
こ
こ
に
泊
園
学
の
精
粋
を
見
る
こ
と
が
で
き

る（
注
4
）。
そ
れ
は
例
え
ば
「
原
聖
志
」
に
、〈
孔
子
は
易
姓
革
命

を
認
め
ず
、
そ
の
志
は
一
貫
し
て
周
王
朝
下
で
の
天
下
の
統
一
に

あ
っ
た
。
孔
子
の
教
え
は
万
世
一
系
の
天
皇
を
奉
じ
る
日
本
に
お

い
て
こ
そ
適
合
す
る
〉
と
い
う
よ
う
に
、〈
尊
王
思
想
と
整
合
化

さ
れ
た
儒
学
〉
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
幕
末
に
か
け
て
高
ま
っ
た

国
家
意
識
を
反
映
し
て
い
る（
注
5
）。

　

南
岳
は
教
学
に
お
い
て
、
政
（
法
律
・
制
度
な
ど
）
と
教
（
徳

育
・
知
育
・
礼
儀
な
ど
）
と
は
一
致
す
べ
き
と
す
る
「
政
教
一

致
」、
そ
し
て
天
道
・
地
道
の
妙
用
は
人
の
働
き
が
加
わ
っ
て
こ

そ
発
揮
さ
れ
る
と
す
る
「
天
人
参
賛
」
を
主
張
し
た
。
ま
た
「
利

用
、
厚
生
、
正
徳
」（『
書
経
』
大
禹
謨
篇
）
の
三
事
を
説
い
た
が
、

利
用
（
日
用
の
道
具
）
や
厚
生
（
衛
生
の
方
策
）
も
、
正
徳
（
心

身
の
修
養
）
が
不
可
欠
と
し
て
、「
正
徳
」
を
中
心
に
す
え
た
。

徳
行
重
視
の
南
岳
の
思
想
は
、
知
識
・
技
術
に
偏
重
し
た
明
治
前

期
の
欧
化
主
義
に
抗
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る（
注
6
）。

　

泊
園
学
の
主
な
思
想
的
特
色
は
す
で
に
先
行
研
究
に
お
い
て
指

摘
さ
れ
て
い
る
が
、
評
判
の
高
か
っ
た
経
学
に
つ
い
て
は（
注
7
）、

『
泊
園
家
言
』
所
収
の
論
説
文
や
『
論
語
』
解
釈
の
ほ
か
は
、
あ

ま
り
注
意
が
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た（
注
8
）。
本
稿
は
漢
学
塾
で
あ

る
泊
園
書
院
の
本
領
と
い
え
る
経
書
解
釈
、
と
り
わ
け
儒
学
の
全

体
像
を
簡
明
に
示
し
た
基
本
経
典
『
大
学
』
の
解
釈
を
考
察
し
、

そ
の
思
想
史
的
特
色
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一　

泊
園
学
の
包
容
性
と
徂
徠
学

　

泊
園
学
は
徂
徠
学
の
系
譜
に
連
な
る
が
、
東
畡
は
徂
徠
の
学
説

を
絶
対
視
し
た
の
で
は
な
い
。
南
岳
は
『
泊
園
家
言
』
跋
で
東
畡

の
学
問
を
次
の
よ
う
に
総
括
し
て
い
る
。

家
翁
（
引
用
者
注
︱
東
畡
）
夙
に
蘐
園
の
風
を
歆う

け
、
而
し

て
又
た
別
に
見
る
所
有
あ
り
。
必
ず
し
も
悉
く
は
物
子
に
歩

驟
せ
ず
。
然
れ
ど
も
其
の
信
じ
て
古
へ
を
好
む
は
、
是
れ
蘐

園
の
敎
へ
。
爾
ら
ば
則
ち
大
な
る
者
は
未
だ
嘗
て
物
子
の
意

に
畔そ
む

か
ず
と
し
か
云
ふ
。（
家
翁
夙
歆
蘐
園
之
風
、
而
又
別

有
所
見
。
不
必
悉
歩
驟
于
物
子
矣
。
然
其
信
而
好
古
、
是
蘐

園
之
敎
。
爾
則
大
者
未
嘗
畔
物
子
之
意
云
。）

東
畡
は
徂
徠
の
学
説
に
追
従
せ
ず
、
古
文
辞
学
の
根
本
理
念
か
ら

は
ず
れ
な
い
な
ら
ば
、
独
自
の
見
解
を
立
て
る
こ
と
も
憚
ら
な
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か
っ
た
。
こ
う
し
た
学
問
態
度
が
、
徂
徠
学
に
連
な
り
な
が
ら

「
泊
園
学
」
と
い
う
一
家
の
学
を
生
ん
だ
と
い
え
る
。

　

さ
ら
に
い
え
ば
、
東
畡
の
柔
軟
な
学
問
態
度
は
、
徂
徠
学
と
の

関
係
を
超
え
て
、
一
般
的
な
思
考
法
と
も
な
っ
て
い
た
。
例
え

ば
、『
論
語
』
為
政
篇
の
「
攻
異
端
」
章
の
解
釈
に
つ
い
て
、
東

畡
は
自
著
『
辨
非
物
』
に
お
い
て
「
予
に
私
説
有
り
」
と
し
て
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
異
端
」
と
は
異
見
を
謂
ふ
な
り
。
蓋
し
人
に
各
お
の
其
の

見
有
り
、
見
は
各
お
の
其
の
端
を
別
に
す
。
而
る
に
苟
く
も

己
と
見
を
異
に
す
る
者
あ
り
て
、
乃
ち
斷
々
之
れ
を
攻
む
れ

ば
、
或
い
は
吾
が
道
の
區
域
を
削
小
す
る
に
至
る
。
此
く
力

を
竭
し
て
之
れ
を
攻
む
る
は
、
其
の
功
無
く
し
て
其
の
害
を

生
む
の
み
。（
異
端
謂
異
見
也
。
蓋
人
各
有
其
見
、
見
各
別

其
端
。
而
苟
與
己
異
見
者
、
乃
斷
々
攻
之
、
或
至
削
小
吾
道

之
區
域
。
此
竭
力
攻
之
、
無
其
功
而
生
其
害
也
已
。）

こ
れ
は
徂
徠
の
解
釈
〈
異
端
を
攻
め
れ
ば
異
変
を
激
化
さ
せ
る
か

ら
攻
め
な
い
方
が
よ
い
〉
を
発
展
さ
せ
、
異
な
る
見
解
へ
の
攻
撃

は
広
大
で
あ
る
べ
き
自
己
の
領
域
を
限
定
す
る
こ
と
と
な
り
有
害

無
益
で
あ
る
と
し
て
、
異
端
へ
の
包
容
性
を
打
ち
出
す
も
の
で
あ

る（
注
9
）。

　

こ
の
包
容
性
は
南
岳
に
も
う
か
が
え
る
。
南
岳
は
言
う
、
聖
人

の
道
は
も
と
よ
り
単
に
「
斯
道
」
と
称
し
普
遍
的
・
包
括
的
な
も

の
だ
が
、
秦
漢
以
後
は
学
派
に
分
裂
し
、
そ
の
弊
害
は
日
本
に
も

波
及
し
た
と
し
て
、

吾
邦
ニ
テ
モ
中
江
・
貝
原
・
伊
藤
・
荻
生
等
各
自
ニ
宗
派
ヲ

唱
ヘ
タ
ル
ハ
亦
自
ラ
小
ニ
ス
ト
曰
フ
可
キ
ノ
ミ（
注
10
）。

と
述
べ
て
、
日
本
に
お
け
る
学
派
の
割
拠
状
態
を
「
斯
道
」
の
狭

小
化
だ
と
批
判
し
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
徂
徠
は
、
聖
人
の
道
は
普
遍
性
を
も
つ
た
め
に
、

諸
々
の
思
想
と
対
立
せ
ず
、
か
え
っ
て
そ
れ
ら
一
切
を
包
括
す
る

と
考
え
、
他
学
派
へ
は
寛
容
で
あ
っ
た（
注
11
）。
例
え
ば
、『
弁
道
』

第
一
則
に
言
う
。

道
は
知
り
難
く
、
亦
た
言
ひ
難
し
。
其
の
大
な
る
が
爲
の
故

な
り
。
後
世
の
儒
者
は
、
各
お
の
見
る
所
を
道
と
す
。
皆
一

端
な
り
。
夫
れ
道
は
、
先
王
の
道
な
り
。
思
孟
よ
り
し
て

後
、
降
り
て
儒
家
者
流
と
爲
り
、
乃
ち
始
め
て
百
家
と
衡
を

爭
ふ
。
自
か
ら
小
に
す
と
謂
ふ
べ
き
の
み
。（
道
難
知
亦
難

言
。
爲
其
大
故
也
。
後
世
儒
者
、
各
道
所
見
。
皆
一
端
也
。

夫
道
、
先
王
之
道
也
。
思
孟
而
後
、
降
爲
儒
家
者
流
、
乃
始

與
百
家
爭
衡
。
可
謂
自
小
已
。）

よ
っ
て
、
先
の
南
岳
の
学
派
批
判
も
、
そ
も
そ
も
徂
徠
学
の
思
考

に
基
づ
き
な
が
ら
、
さ
ら
に
徂
徠
学
派
を
も
「
斯
道
」
の
下
に
相

対
化
し
た
も
の
と
い
え
る
。

　

東
畡
・
南
岳
の
こ
の
よ
う
な
学
派
学
説
に
固
執
し
な
い
、
徂
徠
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学
を
も
相
対
化
す
る
包
容
性
は
泊
園
学
の
一
つ
の
特
徴
と
い
え

る（
注
12
）。
そ
し
て
こ
の
特
徴
は
、
徂
徠
説
を
主
と
し
つ
つ
朱
子
説

を
も
取
り
、
ま
た
独
自
の
説
を
盛
り
込
む
と
い
っ
た
泊
園
書
院
の

『
大
学
』
解
釈
に
も
見
出
せ
る
。

二　

徂
徠
の
『
大
学
』
解
釈
―
朱
子
と
の
比
較
か
ら
―

　
『
大
学
』
は
朱
子
学
に
お
い
て
、
孔
子
（
論
語
）
︱
曽
子
（
大

学
）
︱
子
思
（
中
庸
）
︱
孟
子
（
孟
子
）
と
い
う
道
統
を
構
成

し
、
か
つ
修
己
治
人
と
い
う
儒
学
思
想
の
全
体
像
を
簡
潔
に
示
す

も
の
と
し
て
、
四
書
の
学
習
課
程
で
最
初
に
学
ぶ
重
要
経
典
と
さ

れ
た
。
ま
た
朱
子
学
は
、
聖
人
に
至
る
修
養
法
と
し
て
「
居
敬
」

（
本
然
の
性
の
存
養
）
と
「
窮
理
」（
事
物
の
理
の
追
究
）
と
い
う

二
つ
の
柱
を
立
て
た
が
、『
大
学
』
は
そ
の
「
窮
理
」
に
経
学
的

な
根
拠
を
与
え
る
点
で
も
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
徂
徠
は
、
天
理
を
追
究
し
道
徳
的
な
人
格
の
完

成
を
め
ざ
す
朱
子
学
的
な
学
問
観
を
否
定
し
、
古
文
辞
学
に
よ
っ

て
六
経
に
記
さ
れ
た
聖
人
の
道
（
具
体
的
に
は
天
下
を
安
ん
ず
る

た
め
に
聖
人
が
制
作
し
た
礼
楽
制
度
）
を
追
究
し
て
、
政
治
的
秩

序
の
形
成
を
め
ざ
し
た
。
こ
の
よ
う
な
学
問
観
の
相
違
は
『
大

学
』
解
釈
に
も
反
映
さ
れ
た
。

　

徂
徠
の
『
大
学
』
解
釈
は
『
大
学
解
』
に
ま
と
め
ら
れ
、
既
に

い
く
つ
か
の
専
論
が
そ
の
特
徴
を
指
摘
し
て
い
る
が（
注
13
）、
次
章

で
朱
子
・
徂
徠
と
比
較
し
つ
つ
泊
園
書
院
の
『
大
学
』
解
釈
を
考

察
す
る
都
合
上
、
こ
こ
で
は
徂
徠
の
『
大
学
』
解
釈
を
朱
子
と
の

対
比
で
概
観
し
て
お
く
。

　

１
．『
大
学
』
の
著
者
お
よ
び
テ
キ
ス
ト
・
分
章

　

朱
子
は
『
大
学
』
本
文
を
、
孔
子
の
言
葉
を
曽
子
が
祖
述
し
た

〈
経
一
章
〉
と
、
曽
子
の
考
え
を
そ
の
門
人
が
記
録
し
た
〈
伝
十

章
〉
と
に
分
け
、
孔
子
か
ら
曽
子
へ
と
い
う
道
統
に
『
大
学
』
を

位
置
付
け
た
。
さ
ら
に
、『
大
学
』
は
本
来
、
経
一
章
の
内
容
を

伝
十
章
が
順
を
逐
っ
て
敷
衍
す
る
整
然
た
る
体
系
を
備
え
な
が

ら
、
後
に
闕
文
と
錯
簡
と
が
生
じ
て
原
初
の
姿
が
失
わ
れ
た
と
み

て
、
本
文
の
順
序
を
大
き
く
改
め
、
ま
た
欠
落
し
た
（
と
朱
子
が

考
え
た
）
伝
文
を
補
充
し
て
『
大
学
』
の
テ
キ
ス
ト
を
定
め
た
。

『
大
学
章
句
』（
以
下
『
章
句
』）
は
、
こ
う
し
て
大
幅
に
改
定
が

加
え
ら
れ
た
テ
キ
ス
ト
に
基
づ
く
注
釈
で
あ
る
。

　

徂
徠
は
こ
の
よ
う
な
朱
子
『
章
句
』
を
否
定
す
る
。
古
文
辞
学

の
文
体
論
か
ら
す
れ
ば
、『
大
学
』
の
文
体
は
「
経
」「
伝
」
と
は

異
な
り
、『
礼
記
』
の
冠
義
・
昏
義
等
の
諸
篇
と
同
じ
く
「
記
」

に
あ
た
る
と
し
、
特
に
古
代
の
大
学
（
学
校
）
で
行
わ
れ
た
養
老

儀
礼
の
記
録
と
み
た
。
こ
う
し
て
徂
徠
は
、
朱
子
に
よ
る
経
・
伝

の
分
章
や
テ
キ
ス
ト
改
定
を
否
定
し
、『
礼
記
』
大
学
篇
そ
の
ま
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ま
の
テ
キ
ス
ト
、
い
わ
ゆ
る
「
古
本
大
学
」
を
採
用
し
た（
注
14
）。

　

た
だ
、『
大
学
』
の
著
者
に
つ
い
て
は
、
徂
徠
は
「
是
れ
必
ず

七
十
子
の
高
第
弟
子
の
傳
ふ
る
所
な
り
。
中
に
曾
子
の
言
有
り
、

亦
た
曾
子
の
徒
之
れ
を
傳
ふ
。（
是
必
七
十
子
高
第
弟
子
所
傳
也
。

中
有
曾
子
言
、
亦
曾
子
之
徒
傳
之
。）」（『
大
学
解
』）
と
、
曽
子

門
下
に
伝
え
ら
れ
た
文
献
と
し
て
価
値
を
認
め
る
。
こ
の
点
は
、

仁
斎
が
「〔『
大
学
』
は
〕
未
だ
孔
孟
の
血
脈
者
の
撰
す
る
所
な
る

か
を
知
ら
ず
」（『
語
孟
字
義
』「
大
学
非
孔
氏
之
遺
書
辨
」）
と

『
大
学
』
の
経
典
性
を
否
定
し
た
の
に
比
べ
れ
ば
、
朱
子
の
『
大

学
』
観
に
近
い
。

　

２
．『
大
学
』
の
内
容

　

朱
子
は
「
大
学
」
を
古
代
の
大
学
（
学
校
）
と
し
、
そ
こ
か
ら

『
大
学
』
の
内
容
を
、
十
五
歳
以
上
の
天
子
の
太
子
や
諸
王
子
、

卿
・
大
夫
・
士
の
嫡
子
、
お
よ
び
庶
民
の
俊
英
ら
が
大
学
（
学

校
）
で
学
ん
だ
教
え
︱
す
な
わ
ち
修
己
治
人
の
大
学
教
育
と
み

る
。

　

徂
徠
も
「
大
学
」
を
古
代
の
学
校
と
み
る
点
で
は
同
じ
で
あ

る
。
た
だ
し
大
学
教
育
と
す
る
朱
子
説
に
対
し
て
は
、
聖
人
の
教

え
に
「
大
学
」
も
「
小
学
」
も
な
い
と
し
て
こ
れ
を
退
け
、『
礼

記
』
の
学
記
・
王
制
・
祭
義
・
文
王
世
子
の
諸
篇
に
見
え
る
養
老

儀
礼
と
『
大
学
』
と
を
結
び
つ
け
た
。
養
老
儀
礼
と
は
、
天
子
・

諸
侯
が
大
学
で
み
ず
か
ら
老
人
を
労
わ
っ
て
孝
悌
の
重
要
さ
を
一

般
に
示
す
儀
礼
で
、
民
衆
教
化
の
意
味
を
も
っ
た
。
徂
徠
は
『
大

学
』
を
「
乞
言
合
語
」
す
な
わ
ち
養
老
儀
礼
で
老
人
か
ら
授
け
ら

れ
た
教
え
の
記
録
と
み
た
の
で
あ
る（
注
15
）。
も
っ
と
も
、『
大
学
』

に
は
養
老
儀
礼
に
関
す
る
記
述
が
全
く
見
え
ず
、『
大
学
』
と
養

老
儀
礼
と
の
関
連
は
徂
徠
の
推
測
に
過
ぎ
な
い
。

　

３
．『
大
学
』
の
解
釈

　

朱
子
と
徂
徠
と
の
『
大
学
』
解
釈
の
違
い
は
多
岐
に
わ
た
る
。

こ
こ
で
は
『
大
学
』
の
要
綱
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
「
三
綱
領
（
明
明

徳
・
親
民
・
止
至
善
）」
と
「
八
条
目
」
と
に
つ
い
て
、
殊
に

「
八
条
目
」
で
は
両
者
の
差
異
が
明
ら
か
な
「
格
物
」
を
中
心
に

考
察
す
る
。

　
　

①
明
明
徳

　

朱
子
に
お
い
て
「
明
明
徳
」
は
、〈
人
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
天

よ
り
受
け
た
、
天
理
と
同
じ
輝
か
し
い
徳
（
＝
明
徳
）
に
つ
い

て
、
気
稟
・
人
欲
に
よ
る
曇
り
を
除
き
去
り
、
汚
れ
な
き
原
初
状

態
に
た
ち
復か
え

る
こ
と
〉
で
あ
り
、
学
者
が
等
し
く
目
指
す
べ
き
当

為
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
徂
徠
は
、「
明
徳
」
と
は
、
朱
子
の
い
わ
ゆ
る

〈
天
理
そ
の
も
の
で
あ
る
輝
か
し
い
徳
〉
で
は
な
く
、「
玄
徳
（
野

に
隠
れ
た
者
の
徳
）」
に
対
す
る
「
顕
徳
」
で
、「
君
上
の
德
、
崇
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高
の
位
、
民
の
具
に
瞻
る
所
」
の
徳
と
す
る
。
ま
た
、
そ
れ
を

「
明
ら
か
に
す
る
」
と
は
、
朱
子
の
よ
う
に
明
徳
を
「
磨
い
て
之

れ
を
明
ら
か
に
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
自
己
に
対
す
る
修
養
で
は

な
く
、「
諸こ
れ

を
事
に
施
行
し
以
て
民
に
明
示
す
る
」
と
い
う
他
者

に
対
す
る
行
為
と
す
る
。
よ
っ
て
徂
徠
の
「
明
明
徳
」
と
は
、
民

が
仰
ぎ
見
る
赫
赫
た
る
人
君
の
徳
を
行
為
を
通
し
て
明
示
す
る
こ

と
、
具
体
的
に
は
人
君
の
孝
悌
の
徳
を
大
学
で
の
養
老
儀
礼
を
通

し
て
民
衆
に
明
示
し
、
民
衆
を
教
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
あ
く
ま

で
為
政
者
の
行
為
と
な
る（
注
16
）。

　
　

②
親
民

　

朱
子
は
「
親
民
」
に
つ
い
て
、
程
頤
の
説
に
従
っ
て
「
親
」
を

「
新
」
に
改
定
し
、
伝
の
第
二
章
「
康
誥
曰
、
作
新
民
」
を
根
拠

に
、「
民
を
新
た
に
す
」
と
解
釈
す
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
自
ら

明
徳
を
明
ら
か
に
し
た
者
が
、
さ
ら
に
革
新
の
行
為
を
他
者
に
推

し
及
ぼ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
者
を
し
て
宿
弊
を
除
き
去
り
自
己

革
新
を
遂
げ
さ
せ
る
こ
と
と
な
る（
注
17
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
徂
徠
は
、
朱
子
の
テ
キ
ス
ト
改
定
を
否
定
し
、

「
親
民
」
を
そ
の
ま
ま
「
親
愛
し
て
之
れ
を
近
づ
く
る
」
と
解
釈

す
る
。
具
体
的
に
は
、
人
君
が
、
大
学
で
の
養
老
儀
礼
を
通
じ

て
、
長
幼
の
序
に
基
づ
い
て
民
を
親
愛
す
る
こ
と
で
あ
り
、
結
果

と
し
て
、
民
を
感
化
し
て
相
互
に
孝
悌
を
行
い
親
睦
さ
せ
、
さ
ら

に
は
父
母
に
対
す
る
の
と
同
様
の
親
愛
の
情
を
為
政
者
に
も
向
け

さ
せ
る
こ
と
と
な
る（
注
18
）。

　

ち
な
み
に
、
徂
徠
が
朱
子
の
「
新
民
」
説
を
否
定
す
る
の
は
、

「
新
民
」
と
は
革
命
時
に
お
け
る
行
為
、
す
な
わ
ち
天
子
が
新
た

に
天
命
を
受
け
た
時
に
被
治
者
の
宿
弊
を
刷
新
す
る
行
為
で
あ
る

か
ら
、
守
成
の
君
主
に
対
す
る
教
え
で
あ
る
『
大
学
』
の
趣
旨
に

相
応
し
く
な
い
と
の
考
え
に
よ
る（
注
19
）。

　
　

③
止
至
善

　

朱
子
は
「
明
明
徳
・
新
民
・
止
至
善
」
を
「
大
学
の
綱
領
」
と

す
る
が
、
三
者
を
同
列
に
み
る
の
で
は
な
い
。「
止
至
善
」
は
「
明

明
徳
」「
新
民
」
の
両
者
を
統
べ
て
「
至
善
（
事
理
の
し
か
る
べ

き
極
致
）
に
至
っ
て
遷
ら
ざ
る
」
よ
う
に
保
持
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
朱
子
は
三
者
を
「
明
明
徳
」（
修
己
）
と
「
新
民
」

（
治
人
）
と
が
「
止
至
善
」
に
統
べ
ら
れ
る
関
係
と
捉
え
、
そ
れ

全
体
を
学
者
一
般
の
依
る
べ
き
修
養
方
法
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

徂
徠
は
こ
の
朱
子
の
三
綱
領
の
捉
え
方
を
否
定
す
る
。
朱
子
が

三
綱
領
す
べ
て
を
「
為
学
の
法
（
修
養
の
方
法
）」
と
み
な
し
、

一
般
の
人
々
に
も
至
善
を
追
求
さ
せ
る
の
は
、
聖
人
の
特
権
を
凡

人
が
奪
う
僣
越
あ
る
い
は
妄
想
だ
と
み
る
か
ら
で
あ
る（
注
20
）。
徂

徠
の
解
釈
で
は
、「
至
善
」
と
は
、
古
の
聖
人
の
道
へ
の
賛
辞
、

「
止
」
と
は
そ
の
聖
人
の
道
に
身
を
置
い
て
他
に
求
め
な
い
こ
と
、

具
体
的
に
は
、
人
君
が
大
学
で
教
化
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
「
民

の
心
志
を
一
に
す
る
」
こ
と
で
あ
る（
注
21
）。
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以
上
の
よ
う
に
、
徂
徠
の
三
綱
領
は
、
聖
人
の
道
の
善
美
を
極

め
た
養
老
儀
礼
を
通
じ
て
、
人
君
み
ず
か
ら
孝
悌
の
徳
を
民
に
明

示
し
（
明
明
徳
）、
そ
の
感
化
に
よ
っ
て
民
衆
相
互
に
親
睦
さ
せ
、

さ
ら
に
人
君
に
対
す
る
親
愛
の
情
を
抱
か
せ
（
親
民
）、
そ
れ
に

よ
っ
て
民
心
を
統
一
す
る
（
止
至
善
）
こ
と
と
な
る
。
こ
の
直
列

的
に
つ
な
が
る
三
項
は
、
あ
く
ま
で
人
君
の
行
為
で
あ
る
。

　
　

④
格
物
説

　

朱
子
の
格
物
説
は
、
そ
の
学
問
論
の
眼
目
で
、「
格
物
致
知
」

を
「
物
に
格い
た

り
て
知
を
致い
た

す
」
と
訓よ

み
、
天
下
の
事
物
の
理
に
窮

め
至
り
（
格
物
）、
知
識
を
次
々
に
究
極
ま
で
推
し
極
め
て
ゆ
く

（
致
知
）
こ
と
で
あ
る
。
朱
子
『
章
句
』
の
伝
の
第
五
章
い
わ
ゆ

る
「
格
物
補
伝
」
は
そ
の
簡
潔
明
瞭
な
解
説
で
あ
る
。

　

い
っ
ぽ
う
徂
徠
に
お
け
る
学
問
と
は
、
先
王
の
教
え
を
六
経
か

ら
学
ぶ
こ
と
で
、
朱
子
の
居
敬
窮
理
に
よ
る
修
養
で
は
な
い
。
徂

徠
の
「
格
物
致
知
」
解
釈
は
、
朱
子
の
学
問
観
と
の
相
違
を
明
確

に
示
す
。

　
『
大
学
解
』
に
よ
っ
て
徂
徠
の
解
釈
を
逐
語
的
に
見
れ
ば
、

「『
物
』
な
る
者
は
、
道
の
一
節
。
聖
人
建
て
て
名
づ
く
。
執
り
て

之
れ
を
有た
も

つ
べ
き
こ
と
、
一
物
有
る
が
ご
と
く
然
り
。（
物
者
、

道
之
一
節
。
聖
人
建
而
名
焉
。
可
執
而
有
之
、
如
有
一
物
然
。）」

ま
ず
、「
物
」
と
は
聖
人
が
提
示
し
た
道
・
教
え
で
、
具
体
的
に

は
六
経
を
指
す
。
つ
い
で
、「『
格
』
な
る
者
は
、
來き

た
す
な
り
、

至
す
な
り
。
感
じ
て
以
て
之
れ
に
來
た
す
所
有
る
の
謂
ひ
な
り
。

（
格
者
、
來
也
、
至
也
。
有
所
感
以
來
之
之
謂
也
。）」
つ
ま
り

「
格
」
と
は
、
教
え
を
経
験
的
に
感
得
し
て
自
分
の
も
と
へ
引
き

寄
せ
て
来
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、「『
致
』
と
は
、
之
れ
を
し
て

至
ら
し
む
る
な
り
。『
至
』
と
は
、
生
ま
る
る
な
り
。『
知
』
と

は
、
德
慧
術
知
な
り
。
世
人
の
所
謂
『
知
』
に
非
ざ
る
な
り
。

（
致
者
、
使
之
至
也
。
至
者
、
生
也
。
知
者
、
德
慧
術
知
也
。
非

世
人
所
謂
知
也
。）」
す
な
わ
ち
徂
徠
の
「
知
」
は
、
朱
子
の
説
く

よ
う
な
一
般
知
識
で
は
な
く
、「
徳
慧
術
知
」
な
る
も
の
で
あ
る
。

「
徳
慧
術
知
」
と
は
、『
孟
子
』（
尽
心
篇
上
）
に
見
え
る
語
で
、

徂
徠
は
こ
れ
を
〈
道
術
（
六
経
）
を
学
び
徳
を
治
め
た
結
果
と
し

て
生
ま
れ
る
智
慧
〉
と
す
る（
注
22
）。

　

以
上
の
徂
徠
の
「
格
物
致
知
」
解
釈
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う

に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
先
王
の
詩
書
礼
楽
（
物
・
六
経
）
に
示
さ

れ
た
教
え
を
学
び
、
久
し
く
勉
め
た
末
に
そ
れ
が
心
に
感
じ
来

た
っ
て
自
己
の
所
有
と
な
れ
ば
（
格
）、
道
術
・
徳
に
由
来
す
る

智
慧
（
知
）
を
、
生
み
出
す
（
致
）
こ
と
が
で
き
る
、
と
。

　

こ
こ
で
朱
子
と
徂
徠
と
の
八
条
目
全
体
へ
の
捉
え
方
に
言
及
し

て
お
く
。
そ
こ
に
も
両
者
の
学
問
方
法
の
相
違
が
反
映
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
ず
朱
子
に
お
い
て
は
、「
格
物
」
以
下
「
平
天
下
」
に
至
る

八
条
目
す
べ
て
が
順
を
逐
っ
て
段
階
的
に
発
展
す
る
学
問
方
法
と
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考
え
ら
れ
て
い
る（
注
23
）。
こ
れ
に
対
し
て
徂
徠
は
、「
為
学
の
方

（
学
問
方
法
）」
を
「
格
物
」
だ
け
に
限
定
す
る
。

爲
學
の
方
は
「
格
物
」
に
始
ま
る
、
德
の
基
な
り
。（
中
略
）

「
致
知
」「
誠
意
」「
正
心
」
は
、
皆
爲
學
の
方
に
非
ざ
る
な

り
。
特
に
以
て
「
脩
身
」
の
「
格
物
」
に
始
ま
る
所
以
の
由

を
言
ふ
の
み
。
故
に
唯
だ
「
格
物
」
に
の
み
「
在
り
」
と
曰

ふ
。
而
し
て
又
「
格
物
」
よ
り
順
説
し
、
以
て
「
天
下
平
」

に
至
り
て
止
む
。
以
て
其
の
自
然
の
勢
ひ
爲
る
を
明
ら
か
に

す
る
な
り
。（『
大
学
解
』）（
爲
學
之
方
始
格
物
、
德
之
基

也
。（
中
略
）
致
知
・
誠
意
・
正
心
、
皆
非
爲
學
之
方
也
。

特
以
言
脩
身
之
所
以
始
格
物
之
由
焉
乎
爾
。
故
唯
格
物
而
曰

在
。
而
又
自
格
物
順
説
、
以
至
天
下
平
而
止
焉
。
以
明
其
爲

自
然
之
勢
也
。）

徂
徠
に
お
い
て
は
、
学
問
方
法
に
は
「
格
物
」
が
あ
る
だ
け
で
、

「
致
知
」「
誠
意
」「
正
心
」
は
そ
の
効
果
と
し
て
自
然
に
展
開
し

来
た
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
徂
徠
は
「
朱
熹
は
之
れ
を
知
ら

ず
、
廼
ち
八
者
を
以
て
皆 

爲
學
の
方
と
す
。（
朱
熹
不
知
之
、
廼

以
八
者
皆
爲
學
之
方
。）」（
同
上
）
と
し
て
、
朱
子
の
八
条
目
の

捉
え
方
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
な
ぜ
徂
徠
は
八
条
目
の
す
べ
て
を
学
問
方
法
と
見
な
さ
な

か
っ
た
の
か
。
次
の
『
弁
名
』（
上
「
誠
」）
の
記
述
が
要
を
得
て

い
る
。

物
格
れ
ば
則
ち
知
至
り
て
自
然
に
意 

誠
な
る
を
謂
ふ
な
り
。

其
の
功
を
用
ふ
る
こ
と
全
く
「
格
物
」
に
在
り
。
而
し
て
知

至
る
以
下
、
皆
其
の
效
の
み
。
文
言
に
所
謂
「
辭
を
修
め
て

其
の
誠
を
立
つ
」
も
、
亦
た
禮
樂
を
學
び
て
以
て
德
を
成
す

を
謂
ふ
の
み
。
宋
儒
は
古
言
に
昧
く
、
加
ふ
る
に
好
尚
の
偏

を
以
て
す
。
故
に
其
の
二
書
（
引
用
者
注
︱
『
大
学
』『
中

庸
』）
を
解
す
る
は
、
皆
文
義
を
失
す
。
或
い
は
誠
を
以
て

實
理
と
爲
し
實
心
と
爲
し
眞
實
無
妄
と
爲
す
。
種
種
の
解
、

益
ま
す
精
し
く
益
ま
す
鑿
つ
。
皆
辭
に
得
ざ
る
の
失
な
り
。

（
謂
物
格
則
知
至
而
自
然
意
誠
也
。
其
用
功
全
在
格
物
。
而

知
至
以
下
、
皆
其
效
已
。
文
言
所
謂
修
辭
立
其
誠
、
亦
謂
學

禮
樂
以
成
德
已
。
宋
儒
昧
乎
古
言
、
加
以
好
尚
之
偏
。
故
其

解
二
書
、
皆
失
文
義
。
或
以
誠
爲
實
理
爲
實
心
爲
眞
實
無

妄
、
種
種
之
解
、
益
精
益
鑿
。
皆
不
得
於
辭
之
失
也
。）

す
な
わ
ち
、
宋
儒
は
古
文
辞
に
通
じ
な
い
た
め
、「
誠
」
を
「
実

理
」「
実
心
」「
真
実
無
妄
」
と
す
る
な
ど
観
念
論
的
に
解
説
し
、

煩
瑣
な
穿
鑿
に
陥
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
「
心
」「
意
」
を
実
体

あ
る
も
の
の
よ
う
に
み
て
修
養
の
対
象
と
す
る
性
理
学
の
方
法
論

へ
の
批
判
で
あ
る
。
八
条
目
の
捉
え
方
に
は
、
観
念
論
的
な
朱
子

の
学
問
方
法
と
、
六
経
（
礼
楽
）
に
よ
る
経
験
論
的
な
徂
徠
の
そ

れ
と
の
違
い
が
見
て
取
れ
る
。
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三　

泊
園
書
院
の
『
大
学
』
解
釈

　

泊
園
書
院
の
『
大
学
』
解
釈
と
し
て
ま
ず
見
る
べ
き
は
『
大
学

家
説
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
漢
文
に
よ
る
簡
明
な
注
解
で
、
大
正
十

四
〈
一
九
二
五
〉
年
四
月
三
日
に
泊
園
書
院
か
ら
発
行
さ
れ
た
。

刊
記
に
「
編
述
者　

故 
藤
澤
南
岳
／
發
行
者　

藤
澤
章
次
郎
」

（
章
次
郎
は
南
岳
の
次
男
、
号
は
黄
坡
）
と
あ
り
、
黄
坡
の
跋
文

に
よ
る
と
泊
園
開
塾
百
年
を
記
念
し
て
の
出
版
と
い
う
。
そ
の
跋

文
に

東
畡
王
父 

夙
に
注
記
有
り
、
先
府
君 
補
輯
し
て
以
て
此
の

疏
を
爲
し
、
塾
中
の
諸
生 

傳
寫
し
て
今
に
至
る
。（
東
畡
王

父
夙
有
注
記
、
先
府
君
補
輯
以
爲
此
疏
、
塾
中
諸
生
傳
寫
至

今
。）

と
述
べ
、
ま
た
巻
頭
の
著
者
欄
に
「
藤
澤
氏
學
」
と
記
す
。
こ
れ

ら
か
ら
す
る
と
、『
大
学
家
説
』
は
東
畡
・
南
岳
の
父
子
二
代
の

手
に
な
る
家
学
と
し
て
の
『
大
学
』
解
釈
と
い
え
る
。
東
畡
の
注

釈
が
基
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
が
、
東
畡
説
、
南
岳

説
の
区
別
を
明
示
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

　

ま
た
、
こ
れ
と
は
別
に
『
大
学
講
義
』（
明
治
三
十
五
〈
一
九

〇
二
〉
年
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
南
岳
の
口
述
筆
記
で
、
縦
横
無
碍

に
展
開
さ
れ
る
講
義
は
、
簡
明
な
『
大
学
家
説
』
を
補
う
に

足
る
。

　

本
稿
で
は
、
泊
園
書
院
の
『
大
学
』
解
釈
を
考
察
す
る
に
あ
た

り
、『
大
学
家
説
』
を
主
と
し
、
適
宜
『
大
学
講
義
』
を
参
照
す

る
（
以
下
『
家
説
』『
講
義
』
と
略
称
）。
な
お
、
東
畡
の
説
か
南

岳
の
説
か
を
区
別
し
な
い
場
合
は
「
泊
園
説
」
と
総
称
す
る
。

　

１
．『
大
学
』
の
テ
キ
ス
ト
・
分
章

　
『
大
学
家
説
』
の
分
章
は
、
本
稿
末
尾
に
付
録
の
「
朱
子
『
大

学
章
句
』・
泊
園
書
院
『
大
学
家
説
』
分
章
対
照
表
」
か
ら
わ
か

る
よ
う
に
、『
大
学
章
句
』
の
分
章
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
そ
の

理
由
を
南
岳
は
「
古
本
ハ
一
向
ニ
纏
マ
リ
ガ
ツ
イ
テ
居
リ
マ
セ

ン
、
何
ウ
シ
テ
モ
朱
子
ノ
方
が
宜
シ
イ
デ
ス
、
ソ
レ
デ
私
ノ
家
ハ

朱
子
ノ
方
ヲ
取
ツ
テ
居
リ
マ
ス
」（『
講
義
』
第
二
葉
裏
）
と
述
べ

て
お
り
、
徂
徠
が
採
用
し
た
「
古
本
大
学
」
よ
り
も
論
理
的
に
明

快
な
朱
子
『
章
句
』
を
選
択
し
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

た
だ
、
朱
子
『
章
句
』
の
分
章
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
。「
朱
子

ノ
本
ニ
モ
明
ノ
方
孝
孺
ノ
作
リ
方
ナ
ド
ガ
ア
ツ
テ
違
ウ
テ
居
リ
マ

ス
、
私
ノ
家
ノ
底
本
ハ
、
私
ノ
父
ガ
拵
ラ
ヘ
マ
シ
タ
ノ
デ
、
大
分

取
捨
シ
タ
処
ガ
ア
リ
マ
ス
」（
同
前
）
と
い
う
よ
う
に
、
方
孝
孺

ら
の
説
も
参
考
に
修
正
し
た
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
「
格
物
補
伝
」

な
ど
は
採
用
し
な
い（
注
24
）。

　

さ
ら
に
い
え
ば
、『
家
説
』
巻
頭
の
書
名
に
「
大
學　

禮
記
四
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十
二
章
」
と
記
す
。
こ
れ
は
『
礼
記
』
所
収
の
古
本
を
基
と
し
た

こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
、
な
ら
ば
前
述
の
「
朱
子
ノ
方
ヲ
取
ツ

テ
居
リ
マ
ス
」
と
矛
盾
す
る
。
こ
の
書
名
の
意
図
を
推
測
す
る

に
、
テ
キ
ス
ト
は
朱
子
『
章
句
』
に
準
拠
し
た
形
と
な
っ
た
が
、

そ
れ
は
朱
子
『
章
句
』
の
尊
重
ゆ
え
で
は
な
く
、
論
理
的
明
快
さ

の
追
求
の
結
果
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
基
に
し
た
の
は
「
古
本
大

学
」
で
あ
る
、
と
い
う
古
文
辞
学
の
立
場
表
明
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
か（
注
25
）。

　

そ
れ
は
と
も
か
く
、
テ
キ
ス
ト
は
ほ
ぼ
朱
子
『
章
句
』
本
に
沿

う
泊
園
説
だ
が
、
い
っ
ぽ
う
で
朱
子
が
創
出
し
た
〈
経
一
章
〉

〈
伝
十
章
〉
と
い
う
テ
キ
ス
ト
の
格
付
け
に
つ
い
て
は
、「
宋
儒
は

斷
じ
て
曾
子
の
言
と
爲
し
、
又
た
斷
じ
て
經
傳
と
爲
す
は
、
皆
妄

な
り
。（
宋
儒
斷
爲
曾
子
之
言
、
又
斷
爲
經
傳
、
皆
妄
矣
。）」

（『
家
説
』）
と
否
定
し
た
。
こ
の
点
は
明
ら
か
に
徂
徠
の
古
文
辞

学
を
継
承
し
て
い
る
。

　

２
．『
大
学
』
の
作
者

　

朱
子
は
『
大
学
』
の
作
者
を
曽
子
お
よ
び
そ
の
門
人
と
し
、
徂

徠
も
曽
子
学
派
と
す
る
が
、
泊
園
説
で
は
「
蓋
し
周
末
の
儒
士
の

錄
す
る
所
、
月
令
・
王
制
諸
篇
と
並
び
存
す
る
の
み
。（
蓋
周
末

儒
士
所
錄
、
與
月
令
王
制
諸
篇
並
存
耳
。）」
と
し
て
曽
子
学
派
と

関
連
づ
け
ず
、
単
に
周
末
の
儒
家
の
作
と
す
る
。
道
統
お
よ
び
曽

子
と
の
関
連
を
断
ち
、『
礼
記
』
諸
篇
と
同
列
に
見
な
し
て
伝
統

的
な
解
釈
か
ら
引
き
離
し
た
点
は
、
徂
徠
か
ら
さ
ら
に
文
献
学
的

な
客
観
性
を
一
歩
進
め
た
観
が
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
こ
れ
は
『
大
学
』
の
思
想
史
的
な
価
値
の
否
定
で

は
な
い
。「『
大
學
』
の
書
は
固
よ
り
『
論
』『
孟
』
の
倫
に
非
ざ

れ
ど
も
、
亦
た
二
書
の
鼓
吹
な
り
。（
大
學
之
書
固
非
論
孟
之
倫
、

而
亦
二
書
之
鼓
吹
矣
。）」（『
家
説
』
跋
）
と
、『
論
語
』『
孟
子
』

の
価
値
を
闡
明
す
る
も
の
と
し
て
、
具
体
的
に
は
精
緻
な
説
明
で

学
者
を
「
修
身
の
本
」
へ
と
導
く
も
の
と
し
て
評
価
し
て
い
る

（
後
述
）。

　

３
．『
大
学
』
の
主
題

　
『
大
学
』
の
書
名
に
お
い
て
も
泊
園
説
は
朱
子
・
徂
徠
の
説
と

異
な
る
。
朱
子
は
〈
大
学
に
お
け
る
教
育
〉、
徂
徠
は
〈
大
学
に

お
け
る
養
老
儀
礼
の
記
録
〉
と
捉
え
た
が
、
泊
園
説
は
「
後
儒
の

解
し
て
庠
序
の
方
・
學
宮
の
事
と
爲
す
に
至
り
て
は
、
則
ち
大
い

に
謬
ま
れ
り
。（
至
後
儒
解
爲
庠
序
之
方
學
宮
之
事
、
則
大
謬

矣
。）」（『
家
説
』）
と
述
べ
、
大
学
（
学
校
）
と
の
関
連
づ
け
を

誤
り
と
し
て
、
独
自
の
捉
え
方
を
提
示
す
る
。

「
大
」
な
る
者
は
、
尊
崇
推
奬
の
語
、
聖
人
の
學
を
贊
ふ
る

の
み
。
乃
ち
篇
首
の
字
を
以
て
之
れ
に
命
ず
、
古
人
の
朴

素 

爾
り
と
爲
す
。
夫
れ
聖
人 

大
道
を
制
作
し
、
以
て
天
下
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を
治
む
る
に
、
乃
ち
脩
身
に
始
ま
り
、
而
し
て
愛
民
に
終
は

る
な
り
。
道
を
脩
む
る
を
之
れ
敎
へ
と
謂
ひ
、
而
し
て
敎
へ

に
循
ふ
を
之
れ
學
と
謂
ふ
の
み
。（
同
前
）（
大
者
、
尊
崇
推

奬
之
語
、
贊
聖
人
之
學
耳
。
乃
以
篇
首
字
命
之
、
古
人
朴
素

爲
爾
。
夫
聖
人
制
作
大
道
、
以
治
天
下
、
乃
始
於
脩
身
、
而

終
於
愛
民
也
。
脩
道
之
謂
敎
、
而
循
敎
之
謂
學
已
。）

つ
ま
り
「
大
学
」
は
「
聖
人
の
制
作
し
た
偉
大4

な
る
道
・
教
え
の

学4

び
」
と
い
う
普
遍
的
な
意
味
と
な
る（
注
26
）。

　

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
泊
園
説
が
、
徂
徠
の
「
先
王
の
道

は
、
天
下
を
安
ん
ず
る
の
道
な
り
。（
中
略
）
天
下
を
安
ん
ず
る

は
脩
身
を
以
て
本
と
な
す
」（『
弁
道
』）
と
い
う
基
本
的
な
学
問

観
を
継
承
し
つ
つ
も
、
養
老
儀
礼
と
関
連
づ
け
る
徂
徠
独
特
の
説

を
採
用
せ
ず
、
修
身
に
始
ま
る
普
遍
的
な
学
問
観
を
示
す
も
の
と

し
て
『
大
学
』
を
評
価
す
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
泊
園
説
に
お
け

る
「
民
」
観
に
関
係
し
て
く
る
（
後
述
）。

　

４
．
泊
園
書
院
の
『
大
学
』
解
釈
―
三
綱
・
八
目
の
解
釈

　

泊
園
書
院
の
『
大
学
』
解
釈
の
内
容
と
し
て
、「
明
明
徳
・
新

民
・
止
至
善
」
の
三
綱
、
お
よ
び
八
目
の
う
ち
「
格
物
致
知
」
の

解
釈
を
考
察
す
る（
注
27
）。

　
　

①
明
明
徳

　

ま
ず
「
明
明
徳
」
の
泊
園
説
に
つ
い
て
、
徂
徠
説
と
の
関
係
を

見
る
た
め
に
、『
家
説
』
の
「
明
明
徳
」
に
関
す
る
注
釈
の
全
文

を
引
用
す
る
。

物
茂
卿
曰
は
く
、「
明
德
」
と
は
猶
ほ
顯
德
の
ご
と
し
。
玄

德
に
對
し
て
之
れ
を
言
ふ
。
舜
の
下
に
在
る
に
方あ
た

り
て
は
、

一
郷
の
士
な
り
。
聖
德
有
り
と
雖
も
、
民
は
之
れ
を
識
り
得

る
こ
と
莫
し
。
故
に
『
書
』
に
之
れ
を
玄
德
と
謂
ふ
。
幽
暗

の
辭
な
り
。
君
上
の
德
、
崇
高
の
位
は
、
民
の
具と
も

に
瞻み

る

所
、
一
言
を
出
だ
し
、
一
事
を
行
へ
ば
、
顯
然
乎
と
し
て
天

下
皆
之
れ
を
知
り
、
隱
蔽
す
べ
き
こ
と
難
し
。
故
に
之
れ
を

「
明
德
」
と
謂
ふ
。
諸こ

れ
を
『
詩
』『
書
』『
左
傳
』
に
徵
す

る
に
皆
爾
り
。
之
れ
を
「
明
ら
か
に
す
」
と
は
、
諸
れ
を
事

に
施
行
し
て
以
て
民
に
明
示
す
る
の
謂
ひ
な
り
。（
物
茂
卿

曰
、
明
德
猶
顯
德
。
對
玄
德
言
之
。
方
舜
之
在
下
、
一
郷
之

士
也
。
雖
有
聖
德
、
民
莫
得
識
之
。
故
書
謂
之
玄
德
、
幽
暗

之
辭
也
。
君
上
之
德
、
崇
高
之
位
、
民
所
具
瞻
、
出
一
言
、

行
一
事
、
顯
然
乎
天
下
皆
知
之
、
難
可
隱
蔽
。
故
謂
之
明

德
。
徵
諸
詩
書
左
傳
皆
爾
。
明
之
者
、
施
行
諸
事
以
明
示
於

民
之
謂
也
。）

　

こ
の
冒
頭
「
物
茂
卿
曰
は
く
」
か
ら
末
尾
ま
で
、
す
べ
て
徂
徠

『
大
学
解
』
か
ら
の
抜
粋
、
つ
ま
り
「
明
明
徳
」
の
泊
園
説
は
、

徂
徠
説
の
継
承
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

た
だ
し
、
徂
徠
の
「
明
明
徳
」
注
が
、『
礼
記
』
文
王
世
子
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篇
・
祭
義
篇
に
依
拠
し
て
養
老
儀
礼
と
の
関
連
づ
け
に
多
く
の
字

数
を
費
や
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
泊
園
説
は
そ
れ
に
全
く

言
及
し
な
い
。
泊
園
説
に
と
っ
て
徂
徠
説
は
、〈「
明
明
徳
」
と

は
、
人
の
上
に
立
つ
者
（
人
君
）
が
行
為
を
通
し
て
徳
を
民
に
示

す
こ
と
〉
と
い
う
普
遍
的
な
意
味
に
お
い
て
有
用
な
の
で
あ
り
、

養
老
儀
礼
と
絡
め
た
歴
史
的
な
限
定
は
不
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る（
注
28
）。

　
　

②
親
民　

　

次
に
「
親
民
」
に
つ
い
て
、
泊
園
『
家
説
』
は
、

「
親
」
と
は
、
程
頤
曰
は
く
、
當
に
「
新
」
に
作
る
べ
し
と
。

下
文
に
徵
す
べ
し
。「
新
民
」
と
は
、
百
姓
を
陶
化
し
て
、

日
に
淳
良
に
就
か
し
む
る
を
言
ふ
な
り
。（
親
、
程
頤
曰
、

當
作
新
。
下
文
可
徵
。
新
民
、
言
陶
化
百
姓
、
日
就
淳
良

也
。）

と
述
べ
て
、「
民
に
親
し
む
」
と
す
る
徂
徠
説
を
取
ら
ず
、
朱
注

と
同
じ
く
「
親
民
」
を
「
新
民
」
に
改
め
た
程
頤
の
説
に
従
う
。

こ
れ
は
下
文
「
湯
之
盤
銘
曰
、
苟
日
新
云
々
」（『
章
句
』
伝
第
二

章
、『
家
説
』
三
章
）
を
論
拠
と
す
る
か
ら
、
そ
の
部
分
の
解
釈

も
お
の
ず
と
朱
子
説
を
踏
む
こ
と
と
な
る
（
後
述
）。

　
　

③
止
至
善　

　

朱
子
の
三
綱
領
は
、「
明
明
徳
」（
修
己
）
と
「
新
民
」（
治
人
）

と
の
二
項
を
「
止
至
善
」
が
統
べ
る
と
い
う
構
造
を
と
り
、
こ
れ

全
体
が
学
者
一
般
の
修
養
方
法
と
さ
れ
た
。
い
っ
ぽ
う
徂
徠
は
、

三
項
を
大
学
で
の
養
老
儀
礼
と
結
び
つ
け
、
人
君
が
人
々
に
示
す

明
徳
（
明
明
徳
）、
民
へ
の
親
愛
の
姿
勢
（
親
民
）、
教
化
に
よ
る

民
心
の
統
一
（
止
至
善
）
と
い
う
直
列
的
な
一
連
の
行
為
と
し

た
。
よ
っ
て
、
徂
徠
に
お
い
て
は
、
三
項
の
行
為
主
体
は
、
養
老

儀
礼
の
主
催
者
た
る
人
君
と
な
る
。

　

さ
て
「
止
至
善
」
の
泊
園
説
で
あ
る
が
、
徂
徠
学
的
な
方
向
性

は
も
つ
も
の
の
、
徂
徠
説
の
継
承
で
は
な
く
独
自
の
説
を
立
て
て

い
る
。「

至
善
」
と
は
、
盛
德
の
地
位
。
其
の
地
に
止
ま
り
て
、
外

物
の
誘
動
す
る
所
と
爲
ら
ざ
る
な
り
。
此
れ
は
是
れ
學
の
上

乘
の
地
。
先
王
の
道
は
、
天
下
を
安
ん
ず
る
の
道
、
學
者
能

く
盛
德
至
善
の
地
に
屹
立
し
て
、
能
く
百
姓
を
化
成
し
、
能

く
其
の
德
を
行
事
に
施
し
、
以
て
躬
ら
下
を
率
ゐ
る
、
此
れ

を
之
れ
學
の
成
る
と
謂
ふ
な
り（
注
29
）。（
至
善
、
盛
德
之
地

位
、
止
其
地
、
不
爲
外
物
所
誘
動
也
。
此
是
學
之
上
乘
地
。

先
王
之
道
、
安
天
下
之
道
、
學
者
能
屹
立
盛
德
至
善
之
地
、

能
化
成
百
姓
、
能
施
其
德
于
行
事
、
以
躬
率
下
、
此
之
謂
學

之
成
也
。）

「
先
王
の
道
は
、
天
下
を
安
ん
ず
る
の
道
」
と
い
う
道
の
政
治
的

性
格
に
徂
徠
学
の
特
徴
が
う
か
が
え
る
。
た
だ
、〈
外
物
に
誘
惑

動
揺
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
先
王
の
道
を
学
ん
で
盛
徳
の
位
置
に
し
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か
と
立
つ
こ
と
〉
と
い
う
「
止
至
善
」
の
解
釈
は
、
人
君
を
行
為

主
体
と
す
る
徂
徠
説
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。

　

引
用
に
見
え
る
「
盛
德
至
善
の
地
」
と
は
、『
大
学
』
の
「
盛

德
至
善
、
民
の
忘
る
る
能
は
ざ
る
を
道い

ふ
」（『
章
句
』
伝
三
章
）

を
踏
む
か
ら
、〈
民
の
思
慕
す
る
君
子
が
明
示
す
る
拠
り
所
〉
と

の
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
學
者

4

4

能
く
盛
德
至
善
の
地
に
屹
立

し
」
と
し
て
、
そ
の
「
盛
德
至
善
の
地
」
に
「
止
ま
る
」
主
体
を

「
學
者
」
と
す
る
点
に
着
目
す
れ
ば
、
行
為
主
体
に
は
人
君
に
限

ら
ず
学
者
一
般
を
も
含
め
る
志
向
性
が
認
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に

『
講
義
』（
三
葉
表
）
に
、

至
善
ト
ハ
至
極
ク
善
イ
コ
ト
ヽ
、
斯
ウ
解
シ
マ
ス
、
止
ル
ト

ハ
、
其
處
ニ
動
カ
ズ
ニ
居
ル
ト
云
フ
コ
ト
デ
（
中
略
）
至
善

ニ
止
マ
ル
ニ
在
リ
ハ
、
自
分
ノ
身
ヲ
修
メ

4

4

4

4

4

4

4

、
親
ニ
孝
ニ

4

4

4

4

、
夫4

婦
親
シ
ク

4

4

4

4

、
其
他
行
ヲ
大
切
ニ
ス
ル
コ
ト

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

（
後
略
）（
傍
点

は
引
用
者
）

と
あ
る
の
を
見
れ
ば
、
明
ら
か
に
人
君
に
限
定
さ
れ
ず
、
己
が
身

を
修
め
、
世
俗
に
生
き
社
会
に
身
を
置
く
学
者
一
般
を
広
く
想
定

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　

④
格
物
致
知

　
「
格
物
致
知
」
の
泊
園
説
は
、
朱
子
の
格
物
窮
理
の
説
を
取
ら

ず
、
徂
徠
説
を
受
け
る
。
こ
こ
で
も
徂
徠
説
の
継
承
の
実
態
を
見

る
た
め
に
、『
家
説
』
の
「
格
物
致
知
」
に
関
す
る
部
分
を
全
文

引
用
す
る
。

次
に
八
目
を
掲
ぐ
。
物
茂
卿
曰
は
く
、（
中
略
）「
致
」
な
る

者
は
、
之
れ
を
し
て
至
ら
し
む
る
な
り
。「
至
」
と
は
、
生

ま
る
る
な
り
。「
知
」
と
は
、
德
慧
術
知
な
り
。
德
慧
術
知

生
ま
れ
、
而
し
て
後
に
仁
の
尚と
う
とぶ

べ
き
を
知
る
な
り
。「
格
」

と
は
、
來き

た
す
な
り
、
至
す
な
り
。
感
じ
て
以
て
來
た
す
所

有
る
の
謂
ひ
な
り
。「
物
」
と
は
、
先
王
の
敎
へ
の
物
な
り
。

叚も如
し
射
の
五
物
、
和
と
曰
ひ
、
容
と
曰
ひ
、
之
れ
に
力つ
と

む

る
こ
と
久
し
く
、
之
れ
に
習
ふ
こ
と
熟
せ
ば
、
而
る
後
に
所

謂
和
な
る
者
至
り
、
容
な
る
者
至
る
。
至
り
て
後
に
其
の
見あ
ら

は
る
る
所
自
お
の
ず
から

別
な
り
。
是
れ
之
れ
を
「
德
慧
術
知
」
と

謂
ふ
。
六
經 

皆
爾
り
。
故
に
「
知
を
致
す
は
物
を
格き
た

す
に

在
り
」
と
曰
ふ
。（
次
掲
八
目
。
物
茂
卿
曰
（
中
略
）
致
者
、

使
之
至
也
。
至
者
、
生
也
。
知
者
、
德
慧
術
知
也
。
德
慧
術

知
生
、
而
後
知
仁
之
可
尚
焉
。
格
者
、
來
也
、
至
也
。
有
所

感
以
來
之
謂
也
。
物
者
、
先
王
之
敎
之
物
也
。
叚
如
射
五

物
、
曰
和
、
曰
容
、
力
之
久
、
習
之
熟
、
而
後
所
謂
和
者
至

焉
、
容
者
至
焉
。
至
焉
而
後
其
所
見
自
別
矣
。
是
謂
之
德
慧

術
知
。
六
經
皆
爾
。
故
曰
致
知
在
格
物
。）

こ
の
「
物
茂
卿
曰
は
く
」
に
始
ま
る
引
用
は
、
す
べ
て
徂
徠
『
大

学
解
』
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
。
泊
園
書
院
の
格
物
説
が
全
く
徂
徠

説
の
継
承
で
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
朱
子
が
八
条
目
す
べ
て
を
段
階
的
な
学
問
方
法
と

み
る
の
に
対
し
て
、
徂
徠
は
八
条
目
の
う
ち
「
格
物
」
の
み
を
方

法
論
と
捉
え
、
続
く
「
致
知
～
平
天
下
」
は
み
な
「
格
物
」
の
結

果
と
み
た
。
で
は
、
八
目
に
対
す
る
泊
園
説
は
ど
う
か
。

　
『
家
説
』
の
「
古
之
欲
明
明
徳
於
天
下
者
～
致
知
在
格
物
」
の

注
に
、此

の
節
「
明
明
德
」
に
由
り
以
て
其
の
本
を
逆
推
す
る
の

み
。〔
八
目
す
べ
て
を
〕
指
し
て
爲
學
の
方
と
爲
す
は
、
則

ち
主
旨
に
非
ざ
る
の
み
。（
此
節
由
明
明
徳
以
逆
推
示
其
本

耳
。
指
爲
爲
學
之
方
、
則
非
主
旨
已
。）

と
、
徂
徠
と
同
じ
く
朱
子
の
八
条
目
の
捉
え
方
を
否
定
し
て
い

る
。
そ
し
て
八
目
の
展
開
に
つ
い
て
、「
物
格
而
后
知
至
～
天
下

平
」
の
注
に
こ
う
述
べ
る
。

此
の
節 

順
に
説
き
て
以
て
自
然
に
成
る
こ
と
有
る
を
明
ら

か
に
す
る
な
り
。
敎
へ
の
物
・
六
德
六
行
の
類
、
既す

で已
に
來

た
り
格い
た

り
、
而
し
て
後
に
其
の
知 

自
お
の
ず
から

至
る
。
知 
已
に

至
れ
ば
則
ち
好
む
所 

爲
す
所 

皆 

善
か
ら
ざ
る
は
無
く
、

又
た
勉
強
を
假
ら
ず
し
て
成
る
。
此
く
の
如
く
ん
ば
則
ち
其

の
心
自
ら
正
し
く
、
心 

既
已
に
正
し
け
れ
ば
、
則
ち
豈
に

仁
に
依
ら
ざ
ら
ん
や
、
豈
に
禮
に
復
さ
ざ
ら
ん
や
。
而
し
て

其
の
身
の
修
ま
ら
ざ
る
者
は
、
未
だ
之
れ
有
ら
ざ
る
な
り
。

以
て
天
下
平
ら
か
な
る
に
至
る
ま
で
、
皆
力
を
費
や
さ
ず
し

て
焉こ

れ
を
得
。（
此
節
順
説
以
明
自
然
有
成
也
。
教
之
物
六

徳
六
行
之
類
、
既
已
來
格
、
而
後
其
知
自
至
。
知
已
至
則
所

好
所
爲
皆
無
不
善
、
又
不
假
勉
強
而
成
。
如
此
則
其
心
自

正
、
心
既
已
正
、
則
豈
不
依
仁
乎
、
豈
不
復
禮
乎
。
而
其
身

不
修
者
、
未
之
有
也
。
以
至
天
下
平
、
皆
不
費
力
而
得
焉
。）

「
物
格
」
か
ら
「
天
下
平
」
に
至
る
展
開
は
、
物
（
六
德
六
行
の

類
）
が
既
に
来
た
れ
ば
（
物
格
）、
そ
の
後
に
知
は
お
の
ず
と
至

り
（
知
至
）、
以
下
「
意
誠
～
天
下
平
」
は
努
力
を
要
せ
ず
し
て

自
然
に
成
立
し
来
た
る
と
い
う
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
徂
徠
と
同
じ

く
「
格
物
」
の
結
果
の
お
の
ず
か
ら
な
る
展
開
で
あ
る
。

　

で
は
八
目
に
お
け
る
「
格
物
」
の
位
置
付
け
は
ど
う
か
。
徂
徠

は
「
爲
學
の
方
は
『
格
物
』
に
始
ま
る
、
德
の
基
な
り
。（
中
略
）

『
致
知
』『
誠
意
』『
正
心
』
は
、
皆 

爲
學
の
方
に
非
ざ
る
な
り
」

と
、「
格
物
」
の
み
が
「
為
学
の
方
」
だ
と
明
言
し
た
。
対
し
て

『
家
説
』
に
は
徂
徠
ほ
ど
明
快
な
言
辞
は
見
出
せ
な
い
。

　

し
か
し
泊
園
説
は
、『
大
学
』
が
根
本
た
る
「
修
身
」
の
、
さ

ら
に
深
層
へ
と
説
明
を
加
え
て
い
る
点
に
思
想
史
上
の
意
義
を
認

め
、
そ
の
結
果
、「
修
身
」
の
根
源
に
あ
る
「
格
物
（
お
よ
び
そ

の
展
開
と
し
て
の
致
知
）」
に
修
養
の
焦
点
を
定
め
て
い
る
。『
家

説
』
の
「
物
格
而
后
知
至
～
以
修
身
爲
本
」
の
注
に
い
う
。

謹
し
ん
で
按
ず
る
に
聖
經
は
大
抵 

「
修
身
」
と
曰
ふ
の
み
、

「
克
己
」
と
曰
ふ
の
み
。
故
に
孟
軻
氏
も
亦
た
「
家
の
本
は
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身
に
在
り
」（
引
用
者
注
︱
離
婁
篇
上
）
と
曰
ひ
、
未
だ

「
身
の
本
は
某
に
在
り
」
と
は
曰
は
ず
。
蓋
し
身
よ
り
而
し

て
家
、
而
し
て
國
、
皆 

形
有
り
て
實
驗 

存
す
。
心
よ
り
而

し
て
意
、
而
し
て
知
、
皆 

虛
、
指
示
し
難
し
。
故
に
多
く

身
に
至
り
て
已
む
。
心
・
意
を
包
み
て
其
の
中
に
存
す
る
な

り
。
此
の
書 
獨
り
審
ら
か
に
其
の
本
を
示
す
。
學
者
冝
し

く
意
を
用
い
て
服
膺
す
べ
し
。（
中
略
）
後
世
妄
り
に
心
性

を
掲
げ
て
以
て
口
に
矢
す
る
（
引
用
者
注
︱
出
ま
か
せ
を
言

う
）
は
、
恐
ら
く
孔
門
の
舊
に
非
ざ
る
な
り
。（
謹
按
聖
經

大
抵
曰
修
身
而
已
、
曰
克
己
而
已
。
故
孟
軻
氏
亦
曰
「
家
之

本
在
身
」、
未
曰
「
身
之
本
在
某
」。
蓋
自
身
而
家
而
國
、
皆

有
形
而
實
驗
存
矣
。
自
心
而
意
而
知
、
皆
虛
、
難
于
指
示
。

故
多
至
身
而
已
。
包
心
意
存
其
中
也
。
此
書
獨
審
示
其
本
、

學
者
冝
用
意
服
膺
。（
中
略
）
後
世
妄
掲
心
性
以
矢
口
、
恐

非
孔
門
之
舊
也
。）

『
大
学
』
が
「
身
」
の
さ
ら
に
根
本
で
あ
る
「
心
」「
意
」
に
踏
み

こ
ん
で
精
密
に
示
す
思
想
史
上
の
意
義
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
決

し
て
「
意
」「
心
」
を
工
夫
の
対
象
に
せ
よ
と
は
述
べ
な
い
。
古

文
辞
学
か
ら
す
れ
ば
、「
後
世
に
妄
り
に
心
性
を
掲
げ
以
て
口
に

矢
す
る
は
、
恐
ら
く
孔
門
の
舊
に
非
ざ
る
な
り
」、
つ
ま
り
「
心
」

「
意
」
を
対
象
に
す
る
学
問
論
は
、
宋
儒
の
創
始
で
孔
門
の
伝
統

に
外
れ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
肝
心
と
な
る
の
は
「
修
身
」
で
あ
る
が
、
で
は
「
身
」

は
ど
の
よ
う
に
修
め
る
か
。
南
岳
が
『
大
学
』
一
書
の
特
色
を
要

約
し
て
、「
此
の
書 

修
身
の
本
を
推
し
、
以
て
格
物
致
知
に
至
る

も
、
亦
た
精
言
以
て
人
を
導
く
な
り
。（
此
書
推
修
身
之
本
、
以

至
格
物
致
知
、
亦
精
言
以
導
人
也
。）」（『
家
説
』）
と
言
い
、
ま

た
三
綱
・
八
目
の
説
を
要
約
し
て
「
我
身
ニ
德
ヲ
致
シ
フ
ヤ
ス
ニ

ハ
物
ヲ
格
ス
ニ
在
リ
」（『
講
義
』
第
二
十
葉
裏
）
と
言
う
よ
う

に
、
修
身
・
致
徳
の
涵
養
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
「
格
物
」
に
あ
る
と

い
う（
注
30
）。
学
問
の
根
本
に
「
格
物
」
を
置
く
と
見
な
し
て
よ
い
。

　

こ
の
よ
う
に
泊
園
の
格
物
説
が
徂
徠
の
そ
れ
の
継
承
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
泊
園
書
院
の
学
問
観
も
、
基
本
的
に
徂
徠
と
同
様
と
い

え
る
。
つ
ま
り
、
先
王
の
道
・
教
え
を
感
得
し
て
、
そ
れ
を
自
己

の
も
の
と
し
（
格
物
）、「
德
慧
術
知
」
と
い
う
社
会
的
・
道
徳
的

な
判
断
力
を
得
て
（
致
知
）（
注
31
）、
行
為
を
通
じ
て
自
分
の
徳
を

社
会
に
具
現
す
る
と
い
う
、
社
会
的
・
実
践
的
な
知
徳
を
志
向
す

る
学
問
観
で
あ
る
。

　

以
上
、
三
綱
・
八
目
に
関
す
る
泊
園
説
を
考
察
し
た
。
そ
の
結

果
、
三
綱
の
う
ち
「
明
明
徳
」
は
ほ
ぼ
徂
徠
説
を
取
り
、「
新
民
」

は
朱
子
説
を
取
り
、「
止
至
善
」
は
徂
徠
学
的
な
特
徴
を
残
し
つ

つ
泊
園
独
自
の
説
を
立
て
る
と
い
う
よ
う
に
、
徂
徠
学
派
の
系
譜

に
連
な
り
な
が
ら
全
く
徂
徠
説
を
継
承
す
る
訳
で
は
な
い
。
い
っ

ぽ
う
八
目
は
徂
徠
説
に
基
づ
き
、
と
く
に
そ
の
眼
目
で
あ
る
格
物
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説
は
徂
徠
の
社
会
的
・
実
践
的
な
学
問
観
を
よ
く
継
承
す
る
も
の

と
い
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
三
綱
に
お
け
る
泊
園
説
と
徂
徠
説
と
の
大
き
な
相

違
は
、
古
代
の
大
学
で
行
わ
れ
た
養
老
儀
礼
と
関
連
づ
け
た
徂
徠

説
を
泊
園
説
が
完
全
に
排
除
す
る
点
で
あ
る
。
そ
の
理
由
を
考
え

る
に
、
古
代
の
礼
制
と
関
連
づ
け
た
場
合
、
三
綱
の
行
為
主
体
を

儀
礼
の
主
催
者
た
る
人
君
に
限
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
泊
園
説
は

『
大
学
』
に
お
け
る
そ
う
い
っ
た
歴
史
性
・
特
殊
性
の
制
約
を
退

け
、
学
者
一
般
に
開
か
れ
た
普
遍
性
を
与
え
よ
う
と
し
た
の
で
は

な
い
か
。
こ
の
点
は
徂
徠
よ
り
朱
熹
の
説
と
通
じ
る
面
が
あ
る
。

四　

学
問
の
行
為
主
体
に
関
し
て

　

朱
子
の
場
合
、
学
の
主
体
は
学
者
一
般
で
あ
る
。
朱
子
の
説
で

は
、
そ
も
そ
も
『
大
学
』
は
古
代
の
大
学
に
お
い
て
、
広
く
天
子

の
嫡
子
・
庶
子
か
ら
庶
民
の
俊
秀
が
学
ん
だ
修
己
治
人
の
教
え
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
例
え
ば
「
天
下
の
人
を
し
て

4

4

4

4

4

4

4

皆
以
て
明
德
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
有
ら
し
む
（
傍
点
は
引
用
者
）」（『
章
句
』「
明

明
徳
於
天
下
」
注
）
と
い
う
よ
う
に
、
天
下
の
人
々
に
も
主
体
的

な
行
為
を
期
待
し
て
い
る
。

　

そ
の
行
為
主
体
の
広
が
り
が
明
瞭
に
表
わ
れ
る
の
が
、「
明
明

徳
」
を
解
釈
し
た
伝
首
章
の
「
康
誥
曰
、
克
明
德
。
大
甲
曰
、
顧

諟
天
之
明
命
。
帝
典
曰
、
克
明
峻
德
。」
を
総
括
す
る
「
皆
自
明

也
」
の
解
釈
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
朱
注
は
、「
皆 

自
ら
己
の

德
を
明
ら
か
に
す
る
の
意
を
言
ふ
。（
皆
言
自
明
己
德
之
意
。）」

と
記
し
、
学
者
そ
れ
ぞ
れ
が
み
ず
か
ら
己
の
徳
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
と
す
る
。
の
み
な
ら
ず
、
三
綱
領
の
「
新
民
（
民
を
新
た
に

す
）」
に
よ
っ
て
教
化
の
対
象
と
な
る
民
さ
え
単
な
る
感
化
の
受

け
手
で
は
な
い
。「
新
民
」
を
解
釈
し
た
伝
二
章
の
「
康
誥
曰
作

新
民
」
で
は
、「
其
の
自
ら
新
た
に
す
る
の
民
を
振
起
す
。（
振
起

其
自
新
之
民
。）」
と
注
し
、
民
を
も
み
ず
か
ら
己
の
徳
を
革
新
す

る
行
為
主
体
と
見
な
し
て
い
る
。

　

で
は
、
こ
の
「
自
明
」
お
よ
び
「
作
新
民
」
に
対
し
て
、
徂
徠

は
ど
の
よ
う
な
解
釈
を
与
え
た
か
。
ま
ず
「
自
明
」
に
つ
い
て
、

上
掲
の
よ
う
に
「
皆
自
明
也
」
は
、『
書
経
』（「
康
誥
」「
大
甲
」

「
帝
典
」
各
篇
）
か
ら
の
引
用
を
締
め
く
く
る
言
葉
で
あ
る
。
徂

徠
は
こ
の
引
用
文
の
意
味
を
、
原
典
で
あ
る
『
書
経
』
本
来
の
文

脈
の
中
で
捉
え
る
。
す
な
わ
ち
、「
康
誥
に
曰
は
く
、
克
く
德
を

明
ら
か
に
す
」
は
、『
書
経
』
周
書
・
康
誥
篇
に
「
惟
れ
乃
な
ん
ぢ 

丕

顯
の
考
文
王
、
克
く
德
を
明
ら
か
に
し
罰
を
愼
し
む
。（
惟
乃
丕

顯
考
文
王
、
克
明
徳
愼
罰
。）」
と
あ
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
明
徳

を
明
ら
か
に
し
た
文
王
の
徳
を
称
え
た
言
葉
と
み
る
。
同
様
に

「
大
甲
に
曰
は
く
、
天
の
明
命
を
顧
諟
す
」
は
、『
書
経
』
商
書
・

太
甲
上
篇
に
「
伊
尹 

書
を
作
り
て
曰
は
く
、
先
王 

天
の
明
命
を
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顧
諟
す
。（
伊
尹
作
書
曰
、
先
王
顧
諟
天
之
明
命
。）」
と
あ
り
、

殷
の
名
臣
伊
尹
が
不
徳
の
君
主
太
甲
を
戒
め
て
、
先
王
（
湯
王
）

が
天
命
を
敬
い
奉
じ
た
こ
と
を
告
げ
た
言
葉
と
み
る
。
ま
た
「
帝

典
に
曰
く
、
克
く
峻
德
を
明
ら
か
に
す
」
は
、『
書
経
』
虞
書
・

尭
典
篇
に
「〔
尭
は
〕
克
く
峻
德
を
明
ら
か
に
し
、
以
て
九
族
に

親
し
む
。（
克
明
俊
德
、
以
親
九
族
。）」
と
見
え
、
有
徳
の
士
を

挙
用
し
て
九
族
を
親
和
さ
せ
た
尭
の
善
政
を
称
え
る
言
葉
と
す

る
。
こ
の
よ
う
に
『
書
経
』
か
ら
の
引
用
に
原
典
の
も
つ
歴
史
的

背
景
を
読
み
込
ん
で
、
徂
徠
は
言
う
。

文
王
の
明
德
、
湯
の
天
命
を
奉
ず
る
、
堯
の
俊
德
を
擧
げ
用

ゐ
る
、
皆 

己
れ
に
德
有
る
に
非
ざ
れ
ば
能
は
ざ
る
所
な
り
。

故
に
「
皆 

自
ら
明
ら
か
に
す
る
な
り
」
と
曰
ふ
。（『
大
学

解
』）（
文
王
之
明
徳
、
湯
之
奉
天
命
、
堯
之
擧
用
俊
德
、
皆

非
己
有
德
所
不
能
。
故
曰
皆
自
明
也
。）

徂
徠
の
こ
の
解
釈
に
立
て
ば
、
徳
を
「
自
ら
明
ら
か
に
す
る
」
の

は
、
他
で
も
な
く
優
れ
た
徳
を
身
に
つ
け
た
文
王
・
湯
王
・
尭
と

い
っ
た
天
子
そ
の
人
に
他
な
ら
な
い
。

　

い
ま
一
つ
の
「
作
新
民
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
も
と
『
書
経
』

周
書
・
康
誥
篇
に
「
汝
惟こ

れ
小
子
、
乃
ち
服お
こ
な

ひ
、
惟
れ
王
を
弘

め
、
應
じ
て
殷
の
民
を
保
ん
ぜ
よ
。
亦
た
惟
れ
王
を
助
け
天
命
に

宅お

り
、
民
を
新
た
に
す
る
こ
と
を
作な

せ
。（
惟
小
子
、
乃
服
、
惟

弘
王
、
應
保
殷
民
。
亦
惟
助
王
宅
天
命
、
作
新
民
。）」
と
見
え
、

周
王
が
康
叔
に
殷
の
故
地
と
遺
民
と
を
与
え
て
衛
国
に
封
じ
た
時

に
康
叔
を
戒
め
た
言
葉
で
あ
る
。
徂
徠
『
大
学
解
』
は
こ
の
『
書

経
』
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
も
、「
古
人
の
引
用
す
る
所
、
必
ず

其
の
義
を
失
は
ざ
る
な
り
」
と
し
て
、『
書
経
』
康
誥
篇
の
歴
史

的
背
景
を
保
存
し
て
い
る
と
み
る
。
よ
っ
て
こ
の
「
作
新
民
」
は

「
是
れ
革
命
の
時
の
事
」
と
し
、
殷
周
革
命
の
際
の
政
治
的
革
新

に
よ
っ
て
「
其
の
舊
俗
を
洗
ひ
て
以
て
之
れ
を
新
た
に
す
、
是
れ

民
を
新
造
す
る
が
ご
と
く
然
り
」
と
い
う
意
味
と
捉
え
る
。
あ
く

ま
で
革
命
政
治
に
よ
る
民
心
の
刷
新
で
あ
る
。
よ
っ
て
「
朱

熹 

民
に
自み
ず
から

新
た
に
す
る
の
機
有
り
と
謂
ふ
は
、
強
ふ
る
と
謂

ふ
べ
し
。
從
ふ
べ
か
ら
ず
」
と
、
朱
子
が
民
に
も
期
待
し
た
主
体

的
な
自
己
革
新
の
契
機
を
、
徂
徠
は
否
定
す
る
の
で
あ
る（
注
32
）。

　

要
す
る
に
、
朱
子
の
理
解
に
お
い
て
は
、『
書
経
』
の
引
用
が

断
章
取
義
的
に
原
典
本
来
の
歴
史
的
背
景
と
切
り
離
さ
れ
た
結

果
、「
自
明
」「
新
民
」
の
解
釈
は
歴
史
的
特
殊
性
か
ら
解
放
さ

れ
、「
自み
ず
から
明
ら
か
に
す
る
」「
新
た
に
す
る
民
」
と
い
っ
た
行
為

主
体
は
学
者
一
般
・
民
へ
と
開
か
れ
て
普
遍
性
を
持
つ
こ
と
と

な
っ
た
。
い
っ
ぽ
う
徂
徠
に
お
い
て
は
、『
書
経
』
の
引
用
は
原

典
の
歴
史
的
背
景
を
失
わ
な
い
と
し
、
あ
く
ま
で
「
自
明
」「
作

新
民
」
の
主
体
は
原
典
ど
お
り
文
王
ら
人
君
で
あ
り
、
民
は
と
い

え
ば
、
人
君
の
教
化
を
受
け
こ
そ
す
れ
、
み
ず
か
ら
身
を
治
め
徳

を
明
ら
か
に
す
る
主
体
で
は
な
い（
注
33
）。
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で
は
泊
園
説
で
は
ど
う
か
。
ま
ず
「
作
新
民
」
は
、
徂
徠
が

「〔
朱
子
の
解
釈
は
〕
強
ふ
る
と
謂
ふ
べ
し
。
從
ふ
べ
か
ら
ず
」
と

朱
子
説
を
否
定
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
家
説
』
の
「
作
新
民
」

注
は
、「

作
」
と
は
、
朱
熹
曰
は
く
、「
之
れ
を
鼓
し
之
れ
を
舞
は
す

を
之
れ
『
作
』
と
謂
ふ
。
其
の
自
ら
新
た
に
す
る
の
民
を
振

起
す
る
を
言
ふ
な
り
。」
と
。（
作
、
朱
熹
曰
、
鼓
之
舞
之
之

謂
作
。
言
振
起
其
自
新
之
民
也
。）

と
全
く
朱
子
説
に
従
う
。『
講
義
』
も
、「
自
分
ニ
行
ヲ
改
メ
、
古

キ
ヲ
ヤ
メ
テ
新
シ
キ
ニ
ツ
ク
、
善
イ
所
ノ
民
ヲ
新
民
ト
申
シ
マ

ス
」（
第
十
葉
表
）
と
述
べ
る
。
南
岳
の
解
釈
で
は
、
民
は
一
方

的
に
支
配
や
感
化
を
受
け
る
受
動
的
な
存
在
で
は
な
く
、
自
己
革

新
を
図
る
行
為
主
体
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
別
に
『
家
説
』
の
「
自
明
」
注
は
、
朱
子
と
も
徂
徠
と
も

異
な
る
独
自
の
説
を
展
開
す
る
。

此
の
章 

古
語
を
引
き
て
以
て
「
明
明
德
」
の
義
を
暢
べ
、

重
き
を
「
自
明
」
の
二
字
に
歸
す
。
夫
れ
禍
福
は
己
よ
り
せ

ざ
る
は
無
く
、
仁
を
爲
す
も
亦
た
己
に
由
る
。
今
「
自
明
」

を
玩
し
て
以
て
能
く
自
省
す
れ
ば
、
則
ち
學
の
方
に
於
い
て

思
ひ
半
ば
に
過
ぐ
。
身
は
人
君
に
非
ず
と
雖
も
、
政
事
を
施

し
て
以
て
國
と
天
下
と
に
及
ぼ
す
を
得
ざ
る
と
雖
も
、
而
れ

ど
も
之
れ
を
明
ら
か
に
す
る
所
以
は
、
人
人
に
し
て
之
れ
有

り
。
蓋
し
〈
其
の
親
に
信
ぜ
ら
る
〉
と
〈
朋
友
に
獲
ら
る

る
〉
と
、
必
ず
行
ひ
に
誠
に
し
て
以
て
傍
人
の
心
に
徹
す
る

を
待
ち
て
、
而
し
て
後
に
之
れ
を
得
る
の
み
。（
此
章
引
古

語
以
暢
明
明
德
之
義
、
歸
重
于
自
明
二
字
。
夫
禍
福
無
不
自

己
、
爲
仁
亦
由
于
己
。
今
玩
自
明
以
能
自
省
、
則
於
學
之
方

思
過
半
矣
。
雖
身
非
人
君
、
雖
不
得
施
政
事
以
及
國
與
天

下
、
而
所
以
明
之
者
、
人
人
而
有
之
。
蓋
信
其
親
與
獲
乎
朋

友
、
必
待
誠
乎
行
以
徹
傍
人
之
心
、
而
後
得
之
已（
注
34
）。）

す
な
わ
ち
、「
明
明
徳
」
の
趣
旨
を
補
強
し
た
『
書
経
』
か
ら
の

三
つ
の
引
用
は
、
最
後
の
「
自
明
」
に
帰
結
し
、
こ
の
「
自
明
」

の
語
を
玩
味
し
て
み
ず
か
ら
行
為
主
体
た
る
自
覚
を
持
つ
こ
と
こ

そ
学
問
方
法
に
お
い
て
肝
要
で
、
人
君
と
し
て
天
下
国
家
に
政
治

を
施
す
よ
う
な
立
場
に
な
い

0

0

者
も
み
な
徳
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
こ
れ
を
『
講
義
』（
第
八
葉
裏
～
第
九
葉

表
）
は
次
の
よ
う
に
説
く
。

コ
ノ
四
字
（
引
用
者
注
︱
皆
自
明
也
）
ハ
、
大
學
ヲ
書
イ
タ

人
ガ
沿
ヘ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
德
ヲ
明
ニ
ス
ル
ト
云
フ
コ

ト
ハ
、
凡
テ
自
分
デ
明
ニ
セ
子
バ
成
ラ
ン
ト
云
フ
コ
ト
デ
ア

リ
マ
ス
。
コ
ノ
自
明
ノ
二
字
ガ
コ
ノ
一
鎖
ノ
眼
目
デ
ア
リ
マ

ス
。（
中
略
）
天
子
ハ
天
下
ニ
明
德
ヲ
明
ニ
シ
、
諸
侯
ハ
國

ニ
明
德
ヲ
明
ニ
シ
、
自
分
ハ
我
家
ニ
明
德
ヲ
明
ニ
ス
ル
ト
取

成
ス
。
自
分
ガ
明
ニ
セ
子
バ
子
弟
モ
主
人
ノ
云
フ
コ
ト
ヲ
聞
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キ
マ
セ
ン
、
故
ニ
自
明
ノ
二
字
ハ
大
事
ナ
文
字
デ
ア
リ
マ

ス
。

こ
の
よ
う
に
「
自
明
」
と
は
、
天
子
が
天
下
に
対
し
て
す
る
明
明

徳
だ
け
で
は
な
く
、
諸
侯
に
は
諸
侯
の
、
一
家
の
主
に
は
主
の
明

明
徳
が
あ
り
、
一
般
庶
民
に
も
要
請
さ
れ
る
自
己
修
養
な
の
で
あ

る
。

む
す
び
に

　

泊
園
書
院
の
『
大
学
』
解
釈
を
考
察
し
た
結
果
、「
徳
慧
術
知
」

と
い
っ
た
社
会
的
・
道
徳
的
な
判
断
力
を
重
ん
ず
る
徂
徠
の
経
験

主
義
的
な
学
問
観
を
踏
襲
す
る
一
方
で
、
学
問
の
行
為
主
体
は
人

君
の
み
な
ら
ず
広
く
庶
民
を
も
含
む
と
い
う
朱
子
の
普
遍
的
な
学

問
観
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

最
後
に
、
泊
園
書
院
が
発
展
を
み
た
幕
末
明
治
と
い
う
時
代
と

そ
の
『
大
学
』
解
釈
と
の
関
連
に
注
目
し
、
泊
園
説
の
近
代
的
性

質
を
指
摘
し
て
稿
を
終
え
た
い
。

　

明
治
二
十
三
年
十
月
三
十
日
、「
教
育
ニ
関
ス
ル
勅
語
」（
以
下

「
教
育
勅
語
」）
が
発
布
さ
れ
る
と
、
南
岳
は
大
い
に
奮
起
し
、
翌

年
三
月
十
日
に
は
そ
の
注
釈
書
『
聖
勅
衍
義
』
を
刊
行
し
て
勅
語

精
神
の
普
及
に
努
め
た
。
南
岳
に
と
っ
て
「
教
育
勅
語
」
は
、
維

新
後
の
倫
理
道
徳
の
頽
廃
や
精
神
的
自
主
性
の
喪
失
と
い
っ
た
憂

う
べ
き
状
況
を
終
結
さ
せ
、
理
想
的
な
教
育
理
念
を
示
す
も
の
と

受
け
止
め
ら
れ
た
の
で
あ
る（
注
35
）。

　

周
知
の
よ
う
に
「
教
育
勅
語
」
は
、
天
皇
が
臣
民
に
対
し
て
、

親
子
・
兄
弟
姉
妹
・
夫
婦
・
朋
友
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
人
倫
秩
序

を
築
く
主
体
と
な
り
、
家
族
・
個
人
・
社
会
に
お
け
る
倫
理
に
努

め
、
さ
ら
に
は
国
家
を
支
え
る
国
民
と
な
る
よ
う
希
望
を
示
し

た
、
近
代
国
民
国
家
に
お
け
る
道
徳
教
育
の
拠
り
所
と
さ

れ（
注
36
）、
様
々
な
立
場
か
ら
の
膨
大
な
注
釈
書
が
著
さ
れ
た
。
南

岳
の
『
聖
勅
衍
義
』
も
そ
の
一
つ
で
あ
る（
注
37
）。

　
『
聖
勅
衍
義
』
は
「
教
育
勅
語
」
の
文
言
に
つ
い
て
儒
学
の
経

伝
を
主
と
す
る
漢
籍
を
も
と
に
字
義
を
示
し
解
釈
す
る
も
の
で
、

要
す
る
に
「
教
育
勅
語
」
と
儒
学
と
の
結
合
と
い
え
よ
う
。
南
岳

に
と
っ
て
「
教
育
勅
語
」
は
、
民
衆
に
も
修
己
治
人
の
行
為
主
体

た
る
こ
と
を
要
請
す
る
泊
園
書
院
の
『
大
学
』
観
と
軌
を
一
に
す

る
も
の
と
映
っ
た
で
あ
ろ
う
。
次
の
『
聖
勅
衍
義
』
の
南
岳
識
語

は
そ
れ
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

此
の
書
（
引
用
者
注
︱
『
聖
勅
衍
義
』）
に
由
り
て
以
て
之

れ
（
同
上
︱
「
教
育
勅
語
」
の
趣
旨
）
を
索
む
れ
ば
、
則
ち

脩
齊
治
平
の
道
、
其
れ
此
に
盡
く
。（
由
此
書
以
索
之
、
則

脩
齊
治
平
之
道
、
其
盡
于
此
。）（注
38
）

　

さ
ら
に
南
岳
は
『
大
学
』
の
「
止
ま
る
に
於
て
其
の
止
ま
る
所

を
知
る
（
於
止
、
知
其
所
止
）」（『
章
句
』
伝
三
章
、『
家
説
』
四
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章
）
と
『
教
育
勅
語
』
と
を
関
連
づ
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。其

止
ル
處
ヲ
知
ル
ハ
、
學
問
ヲ
シ
テ
人
倫
ノ
道
ニ
外
ツ
レ
ヌ

樣
ニ
ス
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
。
父
母
ニ
孝
ニ
兄
弟
ニ
友
ニ
夫
婦

相
和
シ
朋
友
相
信
ゼ
ヨ
ト
云
フ　

御
勅
語
ヲ
守
リ
、
定
木
ト

致
サ
子
バ
ナ
リ
マ
セ
ン
。
孔
子
ノ
言
葉
は
六
ケ
敷
ク
、
却
テ

守
リ
憎
ウ
ア
リ
マ
ス
ル
カ
ラ　

御
勅
語
ヲ
定
木
ト
致
ス
ガ
宜

シ
ウ
ア
リ
マ
ス
。
御
勅
語
ニ
ハ
智
惠
ヲ
磨
ケ
ト
云
フ
コ
ト

モ
、
公
共
事
業
ニ
盡
セ
ト
云
フ
コ
ト
モ
、
軍
ガ
ア
ツ
タ
ラ
義

勇
公
ニ
奉
ゼ
ヨ
ト
云
フ
コ
ト
モ
、
皆
人
ノ
止
ル
處
ヲ
敎
ヘ
テ

ア
リ
マ
ス
カ
ラ
、
今
上
天
皇
ノ
勅
語
ガ
我
々
ノ
止
マ
ル
處
デ

ア
リ
マ
ス
。（『
講
義
』
第
十
三
葉
裏
）

　

泊
園
説
も
朱
子
と
同
じ
く
、
こ
の
「
止
ま
る
に
於
い
て
其
の
止

ま
る
所
を
知
る
」
は
、「『
止
至
善
』
の
意
を
暢
明
す
る
な
り
」
と

す
る
。
つ
ま
り
「
止
ま
る
所
」
と
は
三
綱
の
「
至
善
」
で
あ
り
、

前
述
の
よ
う
に
泊
園
説
の
「
至
善
」
は
「
盛
徳
の
地
位
、
盛
徳
至

善
の
地
」、
す
な
わ
ち
〈
民
の
思
慕
す
る
君
子
が
明
示
す
る
拠
り

所
〉
で
あ
る
。
そ
の
「
止
ま
る
所
＝
至
善
」
が
、
こ
こ
で
は
「
今

上
天
皇
ノ
勅
語
ガ
我
々
ノ
止
マ
ル
處
」
と
明
言
さ
れ
る
。
南
岳
が

『
大
学
』
と
「
教
育
勅
語
」
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
た
の
は
明
ら

か
で
あ
る
。

　

泊
園
書
院
の
『
大
学
』
解
釈
は
、
徂
徠
の
民
衆
観
と
大
き
く
異

な
る
。
徂
徠
説
に
お
け
る
民
衆
は
君
主
の
教
化
の
対
象
で
あ
っ
て

自
己
革
新
を
期
待
さ
れ
な
い
。
対
し
て
泊
園
説
の
民
衆
は
、
君
主

の
教
化
を
奉
じ
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
自
己
修
養
を
行
い
、

そ
の
徳
を
社
会
へ
発
揮
す
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
泊
園
『
大
学
』
説
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
民
衆
観
は
、

「
教
育
勅
語
」
の
示
す
近
代
国
民
国
家
に
お
け
る
国
民
像
に
重
な

る
も
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
明
治
維
新
を
見
ず
に
世
を
去
っ
た
東
畡
は
「
教
育

勅
語
」
を
知
る
由
も
な
い
。
し
か
し
、
変
革
期
に
生
き
て
「
四
海

一
君
」「
万
古
一
君
」（「
原
聖
志
」）
を
理
想
と
し
た
東
畡
で
あ
れ

ば
、
一
君
万
民
的
な
国
家
お
よ
び
国
民
像
を
抱
い
た
と
し
て
も
無

理
は
な
か
ろ
う
。
泊
園
書
院
の
『
大
学
』
解
釈
は
、「
教
育
勅
語
」

に
示
さ
れ
る
よ
う
な
近
代
国
民
国
家
に
お
け
る
「
国
民
」
の
在
り

方
に
対
し
て
、
経
学
的
な
基
礎
を
与
え
る
役
割
を
果
た
し
た
も
の

と
い
え
る
。

注

（
1
）	

以
下
の
東
畡
・
南
岳
ら
泊
園
書
院
の
概
略
に
つ
い
て
は
、
主
に
石
濱

純
太
郎
『
浪
華
儒
林
伝
』（
全
国
書
房
、
一
九
四
二
年
）、
小
林
和
彦
「
泊

園
書
院
の
伝
統
︱
泊
園
学
と
藤
澤
南
岳
・
石
浜
純
太
郎
を
通
し
て
の
一

素
描
︱
」（『
泊
園
』
四
十
五
号
、
一
九
九
五
年
）、
吾
妻
重
二
編
著
『
泊
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園
書
院
歴
史
資
料
集
︱
泊
園
書
院
資
料
集
成
１
︱
』（
関
西
大
学
出
版
部
、

二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
し
た
。

（
2
）	
石
浜
純
太
郎
・
水
田
紀
久
「
東
畡
先
生
周
辺
」（『
泊
園
』
第
二
号
、

一
九
六
三
年
）、
管
宗
次
「
浪
華
風
流
月
旦
評
名
橋
長
短
録 

嘉
永
六
新

板
︱
幕
末
期
浪
華
文
人
見
立
番
付
」（
初
出
『
大
阪
春
秋
』
第
四
十
三
号
、

一
九
八
五
年
、
後
に
『
京
大
坂
の
文
人
︱
幕
末
・
明
治
︱
』
和
泉
書
院
、

一
九
九
一
年
）
を
参
照
。

（
3
）	

泊
園
書
院
の
門
人
名
簿
『
登
門
録
』（
明
治
三
十
七
年
、
注
１
吾
妻
前

掲
書
所
収
）
の
例
言
に
「
明
治
六
年
本
院
再
興
以
來
及
門
ノ
子
弟
約
五

千
人
ナ
リ
」
と
あ
る
。

（
4
）	『
泊
園
家
言
』
は
、南
岳
が
父
東
畡
に
そ
の
学
説
の
所
在
を
尋
ね
た
際
、

東
畡
み
ず
か
ら
挙
げ
示
し
た
小
論
数
篇
を
ま
と
め
、
家
塾
に
伝
え
た
も

の
で
、
泊
園
学
の
根
幹
と
な
る
も
の
と
い
え
る
。
長
澤
規
矩
也
編
『
影

印
日
本
随
筆
集
成 

第
十
一
輯
』（
汲
古
書
院
、
一
九
七
九
年
）
所
収
。

（
5
）	

東
畡
の
思
想
的
特
徴
に
つ
い
て
は
、
注
１
石
濱
前
掲
書
が
簡
に
し
て

要
を
得
て
い
る
。

（
6
）	

こ
こ
に
取
り
上
げ
た
南
岳
の
思
想
的
特
徴
に
つ
い
て
は
、（
注
1
）
石

浜
前
掲
書
お
よ
び
壺
井
義
正
「
明
治
期
の
泊
園
学
」（『
泊
園
』
第
十
号
、

一
九
七
一
年
）、
同
「
藤
澤
南
岳
の
見
識
」（『
泊
園
』
三
十
号
、
一
九
九

〇
年
）
を
参
照
。
ま
た
陶
徳
民
「
藤
沢
南
岳
の
国
家
主
義
的
教
育
思
想
」

（『
近
世
近
代
の
地
域
と
権
力
』
清
文
堂
、
一
九
九
八
年
）
は
、
南
岳
の

思
想
的
特
質
と
し
て
天
皇
崇
拝
・
国
体
観
念
の
強
化
・
浸
透
を
め
ざ
す

国
家
主
義
的
教
育
思
想
を
取
り
上
げ
、「
教
育
勅
語
」
の
発
布
前
は
、
天

職
を
尽
く
し
て
道
徳
を
修
め
る
朱
子
学
の
論
理
を
用
い
た
が
、
発
布
後

は
「
祭
政
一
致
」
説
を
含
む
徂
徠
学
の
民
衆
統
合
論
の
論
理
を
用
い
、

さ
ら
に
徂
徠
学
を
中
軸
と
し
な
が
ら
、
後
期
水
戸
学
や
キ
リ
ス
ト
教
の

影
響
を
受
け
、
国
学
や
神
道
の
強
い
色
彩
を
帯
び
る
も
の
と
な
っ
た
と

指
摘
す
る
。

（
7
）	

経
学
に
優
れ
た
と
さ
れ
る
東
畡
、
そ
れ
を
継
承
発
展
さ
せ
た
南
岳
の

経
学
上
の
ま
と
ま
っ
た
著
述
に
次
の
も
の
が
あ
る
。
藤
澤
南
岳
編
輯『
論

語
彙
纂
』
五
巻
三
冊
（
明
治
二
十
五
〈
一
八
九
二
〉
年
）、
藤
澤
南
岳
編

纂
・
黄
坡
ら
通
解
『
論
語
彙
纂
通
解
』
一
冊
（
明
治
四
十
二
〈
一
九
〇
九
〉

年
）、藤
澤
南
岳
編
述『
大
學
家
説
』一
冊（
大
正
十
四〈
一
九
二
五
〉年
）、

藤
澤
黄
坡
編
述
『
中
庸
家
説
』
一
冊
（
昭
和
十
八
〈
一
九
四
三
〉
年
）、

藤
澤
南
岳
講
述
『
大
學
講
義
』
一
冊
（
明
治
三
十
五
〈
一
九
〇
二
〉
年
）、

藤
澤
南
岳
講
述
『
中
庸
講
義
』
二
冊
（
明
治
三
十
八
〈
一
九
〇
五
〉
年
）。

以
上
、注
１
吾
妻
前
掲
書
第
十
章
「
藤
澤
東
畡
・
南
岳
・
黄
鵠
・
黄
坡
・

石
濱
純
太
郎
の
著
作
」
に
よ
る
。

（
8
）	『
論
語
』
に
関
し
て
は
、長
谷
川
雅
樹
「
泊
園
書
院
の
論
語
」（『
泊
園
』

三
十
号
、
一
九
九
一
年
）、
拙
稿
「
西
村
天
囚
と
泊
園
書
院
と
︱
藤
沢
南

岳
編
『
論
語
彙
纂
』
へ
の
天
囚
書
入
れ
を
め
ぐ
っ
て
︱
」（『
中
国
学
の

十
字
路
』
研
文
出
版
、二
〇
〇
六
年
、後
に
『
懐
徳
堂
研
究
』
汲
古
書
院
、

二
〇
〇
七
年
）、拙
稿
「
藤
澤
東
畡
著
『
辨
非
物
』
訳
注
（
一
）
︱
「
序
」

部
分
︱
」（『
懐
徳
堂
研
究
』
第
三
号
、
二
〇
一
二
年
）
参
照
。
そ
の
他
、
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注
6
壷
井
前
掲
論
考
（
一
九
九
〇
）
は
、
泊
園
学
の
重
要
な
主
張
で
あ

る
「
天
人
参
賛
」
の
根
拠
に
『
中
庸
』
が
あ
り
、
泊
園
書
院
の
『
中
庸
』

説
を
ま
と
め
た『
中
庸
家
説
』と
の
関
係
を
指
摘
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、

も
う
一
つ
の
泊
園
学
の
主
張
で
あ
る
「
政
教
一
致
」
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ま
で
特
に
指
摘
が
な
い
が
、教
育
（
修
養
）
と
政
治
と
の
連
続
は
『
大

学
』
の
主
題
で
あ
り
、『
大
学
講
義
』（
第
六
葉
裏
）
に
み
え
る
「
教
＝
物
・

知
・
意
・
心
な
ど
形
而
上
の
徳
を
養
う
修
身
・
克
己
」「
政
＝
身
・
家
・

国
な
ど
形
而
下
の
対
象
を
治
め
る
政
治
・
法
律
」
と
い
う
考
え
方
か
ら

す
れ
ば
、「
政
教
一
致
」
は
泊
園
書
院
の
『
大
学
』
解
釈
が
主
な
経
学
的

根
拠
と
み
ら
れ
る
。

（
9
）	

他
に
『
泊
園
家
言
』
所
収
の
論
文
「
和
漢
辨
」
に
は
、
日
本
の
独
自

性
（
皇
統
の
一
系
無
窮
）
さ
え
失
わ
な
ね
ば
、
漢
土
の
儒
学
ほ
か
イ
ン

ド
の
仏
法
で
も
オ
ラ
ン
ダ
の
科
学
技
術
で
も
、
有
用
な
ら
ば
何
で
も
採

用
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
、
包
容
力
に
富
む
採
長
補
短
の
考
え
が
提
唱
さ

れ
て
い
る
。

（
10
）	「
敎
育
ノ
精
神
」（『
醉
世
九
劑
』
大
正
四
〈
一
九
一
五
〉
年
所
収
）。

（
11
）	

こ
の
徂
徠
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
丸
山
眞
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研

究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
二
年
）
第
一
章
第
三
節
「
徂
徠
學
の

特
質
」（
八
四
～
八
五
頁
）
参
照
。

（
12
）	

注
6
壷
井
前
掲
論
考
（
一
九
七
一
）
は
、
徂
徠
学
を
奉
じ
な
が
ら
新

時
代
の
外
来
の
思
想
・
自
然
科
学
に
対
応
し
た
南
岳
の
学
問
に
つ
い
て
、

「
徂
徠
の
考
え
を
活
発
に
展
開
さ
れ
、
新
し
く
出
て
ま
い
り
ま
し
た
異
質

の
学
問
を
自
分
の
道
の
体
系
の
中
に
取
り
込
ま
れ
ま
し
た
」
と
評
し
て

い
る
。

（
13
）	

参
照
し
た
先
行
論
文
は
、主
と
し
て
澤
井
啓
一
「
荻
生
徂
徠
の
「
大
学
」

解
釈
」（『
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
』
七
十
号
、
一
九
八
二
年
）、
前
田
勉
「
荻

生
徂
徠
︱
古
文
辞
学
の
認
識
論
」（『
江
戸
の
儒
学
︱
『
大
学
』
受
容
の

歴
史
』
所
収
、思
文
閣
出
版
、一
九
八
八
年
）。
そ
の
他
、澤
井
啓
一
「
東

ア
ジ
ア
の
な
か
の
徂
徠
『
大
学
』
解
釈
」（『
季
刊
日
本
思
想
史
』
第
七

十
号
〈
特
集
：
東
ア
ジ
ア
の
四
書
学
〉、
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
七
年
）

吉
川
幸
次
郎
「
徂
徠
学
案
」（『
荻
生
徂
徠
』
岩
波
書
店
〈
日
本
思
想
大

系
36
〉
所
収
、
一
九
七
三
年
）、
小
島
康
孝
「
荻
生
徂
徠
の
「
学
」」（『
思

想
』
六
一
九
号
、
理
想
社
、
一
九
八
四
年
）。

（
14
）	

本
文
の
こ
の
一
段
の
論
述
は
以
下
に
基
づ
く
。『
大
学
解
』「
朱
熹
不

修
乎
辭
、
昧
乎
古
、
廼
以
上
其
所
剏
性
理
之
説
解
之
、
主
人
人
爲
聖
人

言
之
、
割
裂
補
綴
、
紊
亂
古
文
以
成
其
説
。
不
可
從
矣
。
夫
經
傳
異
辭
。

（
中
略
）〔
孔
子
の
作
で
も
『
易
』
十
翼
を
伝
と
す
る
の
は
文
章
の
体
裁

に
よ
る
。
よ
っ
て
孔
子
の
言
葉
で
も
『
孝
経
』『
論
語
』
を
経
と
す
る
の

は
誤
り
で
あ
る
。〕
故
大
學
之
爲
書
、
記
也
。
非
經
也
、
非
傳
也
。
體
裁

殊
也
。（
中
略
）〔
孟
子
以
後
は
他
者
に
理
解
を
求
め
る
表
現
と
な
り
、

朱
子
が
古
文
辞
を
解
せ
な
い
の
も
仕
方
な
い
。〕
故
朱
熹
之
解
、
雖
若
密

乎
、
古
莫
有
焉
。（
中
略
）〔
朱
熹
は
独
善
的
な
解
釈
で
『
大
学
』
の
体

裁
を
乱
し
、
仁
斎
は
『
大
学
』
を
孔
孟
の
学
派
の
著
で
な
い
と
す
る
。〕

不
佞
懼
焉
、
輒
本
古
義
、
稽
諸
古
言
、
謹
遵
戴
氏
所
傳
古
大
學
之
文
爲
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之
解
、
析
八
章
者
如
左
。」

（
15
）	『
大
学
解
』「
大
學
者
、
天
子
諸
侯
之
都
教
人
之
宮
也
。
天
子
曰
辟
雝
、

諸
侯
曰
頖
宮
。
天
子
命
之
敎
而
後
建
焉
。（
中
略
）朱
熹
以
大
小
學
爲
義
。

（
中
略
）
至
於
以
大
人
小
子
學
問
有
異
爲
説
、
有
大
不
然
者
矣
。
蓋
聞
學

宮
有
大
小
焉
、
未
聞
學
問
之
道
有
大
小
焉
。
古
所
謂
學
、
學
詩
書
六
藝

而
已
矣
。（
中
略
）〔
大
学
に
お
け
る
養
老
儀
礼
に
つ
い
て
は
『
礼
記
』

諸
篇
に
見
え
、
堯
舜
よ
り
始
ま
る
。〕
故
大
學
之
敎
雖
備
乎
、
亦
莫
尚
焉
。

故
此
篇
爲
乞
言
合
語
之
記
、
專
言
養
老
序
齒
禮
之
義
、
猶
之
冠
昏
燕
聘

郷
射
之
禮
有
其
義
。（
中
略
）〔
本
文
「
大
学
之
道
」
に
注
し
て
〕
此
言

天
子
諸
侯
所
以
建
學
宮
行
養
老
等
禮
於
其
中
敎
人
者
。
其
意
在
務
德
焉
。

謂
之
道
者
、
是
禮
即
先
王
之
道
也
。」

（
16
）	『
大
学
解
』「『
明
德
』
猶
顯
德
。
對
玄
德
言
之
。
方
舜
之
在
下
、
一
郷

之
士
也
。
雖
有
聖
德
、
民
莫
得
識
之
。
故
書
謂
之
玄
德
。
幽
暗
之
辭
也
。

君
上
之
德
、
崇
高
之
位
、
民
所
具
瞻
。
出
一
言
、
行
一
事
、
顯
然
乎
天

下
皆
知
之
。
難
可
隱
蔽
。
故
謂
之
明
德
。
徵
諸
詩
書
左
傳
皆
爾
。
鄭
玄

以
至
德
解
之
。
蓋
謂
孝
也
。（
中
略
）
朱
熹
虛
靈
不
昧
、
無
稽
之
言
也
。

近
歳
又
有
以
聖
人
之
德
光
輝
發
越
爲
説
者
、
亦
坐
不
深
考
古
義
、
皆
不

可
從
矣
。『
明
』
之
者
、
施
行
諸
事
以
明
示
於
民
之
謂
也
。
古
書
『
明
』

字
皆
爾
。
朱
熹
之
解
、
磨
而
明
之
之
謂
也
。
古
者
莫
有
是
義
、
而
出
自

程
頤
天
理
人
欲
之
説
。
乃
佛
氏
眞
如
無
明
之
説
耳
。（
中
略
）〔「
文
王
世

子
」「
祭
義
」
に
見
え
る
よ
う
に
〕
故
人
君
躬
養
老
齒
於
學
、
則
民
曉
然

以
知
吾
君
之
德
爲
孝
弟
也
。
君
子
之
德
風
、
小
人
之
德
草
、
草
上
之
風
、

安
能
不
靡
然
以
化
乎
。
是
人
君
之
躬
敎
也
。
此
謂
之
『
明
明
徳
』。」

（
17
）	『
大
学
章
句
』「
程
子
曰
、『
親
』
當
作
『
新
』。（
中
略
）『
新
』
者
、

革
其
舊
之
謂
也
。
言
旣
自
明
其
明
德
、
又
當
推
以
及
人
使
之
亦
有
以
去

其
舊
染
之
汙
也
。」

（
18
）	『
大
学
解
』「『
親
』
之
者
、
親
愛
而
近
之
、
俾
其
自
相
親
睦
、
亦
以
親

其
上
也
。（
中
略
）
故
大
學
之
禮
、
國
人
之
賤
者
而
人
君
父
事
之
、
世
子

與
之
齒
、
是
親
近
之
而
不
敢
遠
之
、
又
從
而
孝
養
之
、
親
愛
之
至
也
。

夫
然
後
國
人
化
之
、
而
孝
弟
敬
讓
行
乎
下
、
百
姓
親
睦
、
亦
親
其
上
如

父
母
。
此
之
謂
『
親
民
』。」

（
19
）	『
大
学
解
』「
而
程
頤
不
識
古
文
辭
、
誤
以
下
文
引
『
作
新
民
』
而
謂

釋
此
文
之
言
、妄
改
『
親
』
爲
『
新
』。
殊
不
知
『
新
民
』
者
革
命
之
辭
、

而
『
大
學
』
者
守
成
之
君
所
奉
也
。
豈
有
是
言
乎
。
不
可
從
矣
。」

（
20
）	『
大
学
解
』「
朱
熹
廼
以
『
明
德
』『
新
民
』『
止
於
至
善
』、
爲
皆
爲
學

之
方
、
而
謂
至
善
者
事
理
當
然
之
極
。
此
使
人
人
自
求
至
善
於
事
物
之

理
也
。（
中
略
）〔
数
千
年
、
何
人
も
の
聖
人
が
心
力
と
智
慧
を
尽
く
し

て
建
て
た
道
で
あ
る
か
ら
こ
そ
「
至
善
」
で
あ
る
の
に
〕
而
欲
以
一
旦

之
知
驟
得
之
、
豈
非
凡
人
而
奪
聖
人
之
權
乎
。
非
僭
則
妄
、
亦
不
自
揣

之
甚
也
。」

（
21
）	『
大
学
解
』「『
止
』
者
居
也
。
以
身
處
于
是
也
。
又
有
止
於
是
而
不
復

它
求
之
意
也
。『
至
善
』者
、贊
嘆
夫
古
聖
人
之
道
之
辭
也
。（
中
略
）〔『
礼

記
』
王
制
篇
・
文
王
世
子
篇
に
見
え
る
大
学
の
記
述
を
挙
げ
〕
此
言
養

老
之
禮
、爲
衆
善
之
會
・
粹
美
之
極
也
。（
中
略
）
今
以
人
君
世
子
之
尊
、
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而
躬
事
國
人
之
賤
者
、
以
行
古
聖
人
之
禮
、
處
之
不
疑
。
古
聖
人
之
道

所
藏
、
而
尊
崇
之
至
、
比
諸
郊
廟
也
。
則
民
曉
然
以
知
孝
弟
之
德
爲
天

下
至
善
、
而
不
復
它
求
。
是
其
敎
之
化
、
安
能
不
流
乎
。
此
謂
之
『
止

於
至
善
』。
乃
一
民
心
志
之
道
也
。」

（
22
）	「
徳
慧
術
知
」
の
説
明
は
『
弁
名
』
上
「
智
」
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

「
謂
慧
由
德
而
生
、
智
由
道
術
而
生
者
也
。
古
之
所
謂
知
者
、
必
學
道
術

以
成
其
德
而
知
慧
至
焉
。」

（
23
）	『
大
学
章
句
』「〔
物
格
而
后
知
至
～
天
下
平
の
注
〕
知
既
盡
、
則
可
得

而
實
矣
。
意
既
實
、
則
心
可
得
而
正
矣
。（
中
略
）
物
格
知
至
、
則
知
所

止
矣
。
意
誠
以
下
、
則
皆
得
所
止
之
序
也
。」
こ
の
「
既
…
…
則
可

得
…
…
」
や
「〔
意
誠
～
天
下
平
は
〕
皆
得
所
止
之
序4・

」
と
い
う
表
現
か

ら
は
、
順
序
次
第
を
逐
っ
て
段
階
的
に
進
め
ら
れ
る
べ
き
と
の
思
考
が

見
て
取
れ
る
。

（
24
）	『
大
学
章
句
』
の
出
現
以
後
、『
大
学
』
の
改
定
は
し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
。

『
大
学
』
に
は
錯
簡
は
あ
っ
て
も
闕
文
は
な
い
と
い
う
立
場
の
学
者
︱
王

柏
・
董
槐
・
黄
震
・
車
若
水
・
葉
夢
鼎
・
呉
澄
・
方
孝
孺
ら
は
『
大
学

章
句
』
経
一
章
に
あ
る
「
知
止
而
後
有
定
、定
而
後
能
靜
、靜
而
後
能
安
、

安
而
後
能
慮
、
慮
而
後
能
得
。
物
有
本
末
、
事
有
終
始
。
知
所
先
後
，

則
近
道
矣
。」
の
四
十
二
字
を
「
子
曰
聴
訟
云
々
」（
朱
子
『
章
句
』
伝

第
四
章
）
の
前
に
移
し
、こ
れ
を
「
格
物
致
知
」
の
伝
と
し
、朱
子
の
「
格

物
補
伝
」
を
不
必
要
と
し
た
。
以
上
、
山
下
龍
二
『
大
学
・
中
庸
』（
集

英
社〈
全
釈
漢
文
大
系
〉、一
九
七
四
年
）解
説
参
照
。
方
孝
孺
の
説
は『
経

義
考
』
巻
一
五
八
「
鄭
氏
済
『
大
学
正
文
』
一
巻
」
の
項
に
見
え
る
。
東

畡
の
『
大
学
定
本
』
は
方
孝
孺
の
説
に
拠
り
な
が
ら
さ
ら
に
改
定
を
加

え
た
も
の
で
、
朱
熹
の
格
物
補
伝
を
削
除
し
た
空
白
を
他
所
か
ら
移
し

た
文
言
で
埋
め
、『
大
学
』
全
書
の
論
理
展
開
の
明
快
さ
を
図
っ
て
い
る
。

（
25
）	

湯
浅
邦
弘
「
中
井
履
軒
『
大
学
雑
議
』
の
思
想
史
的
位
置
」（『
大
阪

大
学 

大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
第
四
十
九
号
、二
〇
〇
九
年
）
は
、「
古

本
大
学
」
と
朱
子
『
章
句
』
と
を
左
右
の
両
極
に
据
え
、徂
徠
『
大
学
解
』、

仁
斎
『
大
学
定
本
』、
履
軒
『
大
学
雑
議
』
な
ど
『
大
学
』
関
係
書
が
そ

の
間
の
ど
の
あ
た
り
に
位
置
す
る
か
を
示
す
。
こ
の
観
点
か
ら
泊
園『
家

説
』
を
見
れ
ば
、
理
念
的
に
は
『
礼
記
』
大
学
篇
へ
の
回
帰
を
表
明
す

る
が
、
実
体
は
朱
子
『
章
句
』
本
に
準
拠
し
た
改
訂
（『
章
句
』
を
大
幅

に
改
定
し
た
履
軒
『
雑
議
』
に
比
べ
、
よ
り
多
く
『
章
句
』
に
準
拠
）

と
い
う
、
複
雑
な
位
置
づ
け
と
な
る
。

（
26
）	『
講
義
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
す
。「
古
人
ノ
一
説
ニ
ハ
、
大
小
學
校

ノ
名
ガ
ア
リ
マ
シ
テ
、
大
學
ト
云
フ
コ
ト
ハ
大
ナ
ル
行
ヒ
ノ
仕
方
ヲ
敎

ヘ
ル
ト
見
テ
、
大
學
校
ノ
敎
ヘ
方
ト
説
イ
テ
居
リ
マ
ス
、
朱
子
モ
徂
徠

モ
此
ノ
説
ヲ
取
ツ
テ
居
リ
マ
ス
ガ
、
明
德
ヲ
明
ニ
ス
ト
在
リ
マ
ス
カ
ラ

ハ
、
只
大
ナ
ル
學
問
ト
云
フ
コ
ト
デ
、
學
校
ノ
敎
ヘ
方
ト
云
フ
ノ
ハ
間

違
ツ
テ
居
リ
マ
ス
。」（
第
二
葉
表
）

（
27
）	『
家
説
』『
講
義
』
で
は
い
わ
ゆ
る
「
三
綱
領
」「
八
条
目
」
を
「
三
綱
」

「
八
目
」
と
称
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
泊
園
説
に
関
し
て
は
そ
の
呼
称
に

従
う
。



（ 25 ）

（
28
）	「
明
明
徳
」
の
普
遍
性
を
、『
講
義
』
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
人
ニ

明
德
ヲ
示
サ
ウ
ト
ス
ル
ニ
ハ
、
世
間
ニ
出
子
バ
出
來
マ
セ
ン
、
只
一
家

ノ
主
人
デ
ハ
、
妻
子
ヤ
奴
婢
ニ
示
ス
位
デ
（
中
略
）
僅
ニ
一
人
カ
二
人

ノ
人
ガ
知
ル
ノ
ミ
デ
、
何
ウ
シ
テ
モ
コ
レ
ヲ
明
ニ
示
ス
ニ
ハ
、
位
ガ
高

ク
ナ
ケ
レ
バ
明
ニ
見
テ
呉
レ
マ
セ
ン
。
位
ガ
高
ケ
レ
バ
高
イ
ホ
ド
廣
ク

示
ス
コ
ト
ガ
出
來
マ
ス
。」（
第
二
葉
裏
）
も
は
や
人
君
と
い
う
限
定
を

離
れ
、〈
人
が
世
に
出
て
己
の
明
徳
を
よ
り
多
く
の
人
に
示
す
〉
と
い
う
、

一
般
的
な
方
向
性
が
見
て
取
れ
る
。

（
29
）	「
盛
徳
」
の
用
例
と
し
て
、『
大
学
』「
有
斐
君
子
、
終
不
可
諠
兮
者
、

道
盛
德
至
善
、
民
之
不
能
忘
也
」（
朱
子
『
章
句
』
伝
三
章
）、『
易
』
繋

辞
伝
上
「〔
天
道
は
〕
盛
德
大
業
、
至
矣
哉
。
富
有
之
謂
大
業
、
日
新
之

謂
盛
德
」
が
あ
り
、「
化
成
」
に
つ
い
て
は
、『
易
』
恆
卦
彖
辞
「
四
時

變
化
、
而
能
久
成
。
聖
人
久
於
其
道
、
而
天
下
化
成
。
觀
其
所
恆
、
而

天
地
萬
物
之
情
可
見
矣
」
が
あ
る
。

（
30
）	

ほ
か
に
『
講
義
』
に
も
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
此
處
デ
ハ
物
格
テ
知

至
ル
ト
申
シ
マ
ス
ガ
學
問
ノ
骨
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
大
學
ノ
一
書
ヲ
讀
ン

デ
意
ヲ
誠
ニ
ス
ル
コ
ト
モ
出
来
、
心
ヲ
正
シ
ウ
ス
ル
コ
ト
モ
出
来
、
身

ヲ
修
ム
ル
コ
ト
モ
出
来
、
家
ヲ
齊
ヘ
、
國
ヲ
治
メ
、
天
下
ヲ
平
ニ
ス
ル

コ
ト
モ
出
来
マ
ス
。」（
第
六
葉
表
）

（
31
）	『
講
義
』
※
に
德
慧
術
知
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。「
此
處
ノ
知
ハ

孟
子
ノ
德
慧
術
知
ト
云
ヘ
ル
如
ク
、
好
イ
事
ヲ
能
ク
知
リ
覺
エ
ル
智
慧

デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
智
仁
勇
ノ
三
ツ
ヲ
尊
ブ
ノ
ガ
知
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
德

ノ
上
カ
ラ
悟
リ
マ
ス
ノ
ガ
知
デ
ア
リ
マ
ス
。」（
※
第
五
葉
表
）

（
32
）	『
大
学
解
』「
周
公
既
建
洛
邑
、
而
俾
康
叔
往
治
而
誥
焉
者
、
是
革
命

時
事
。（
中
略
）
洗
其
舊
俗
以
新
之
、
如
新
造
是
民
然
。
朱
熹
謂
民
有
自

新
之
機
者
、
可
謂
強
矣
。
不
可
從
焉
。（
中
略
）〔『
詩
』
大
雅
「
文
王
」

も
受
命
し
て
天
子
と
な
る
内
容
で
、
孟
子
は
縢
文
公
に
王
道
政
治
を
勧

め
る
際
に
そ
れ
を
引
用
し
て
い
る
〕
而
引
此
詩
、
亦
革
命
事
。
可
見
古

人
所
引
用
、
必
不
失
其
義
也
。」

（
33
）	

徂
徠
は
、
民
に
対
し
て
は
自
発
心
を
喚
起
し
て
自
ら
学
ん
で
徳
を
成

さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
徂
徠
の
民
観
に
つ
い

て
は
、
田
原
嗣
郎
『
徂
徠
学
の
世
界
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一

年
）
第
四
章
第
四
節
「
愚
民
観
」
参
照
。

（
34
）	「
蓋
信
其
親
與
獲
乎
朋
友
、
必
待
誠
乎
行
」
は
、『
中
庸
』「
信
乎
朋
友

有
道
。
不
順
乎
親
、
不
信
乎
朋
友
矣
、
順
乎
親
有
道
。
反
諸
身
不
誠
、

不
順
乎
親
矣
、誠
身
有
道
。
不
明
乎
善
、不
誠
乎
身
矣
。」（
朱
子
『
章
句
』

第
二
十
章
）
を
踏
む
か
。

（
35
）	

注
6
陶
前
掲
論
考
参
照
。

（
36
）	「
教
育
勅
語
」
の
内
容
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
所
功
「「
教
育
勅
語
」
の

成
立
と
展
開
」（『
産
大
法
学
』
四
十
四
巻
四
号
、
二
〇
一
一
年
）
参
照
。

（
37
）	
山
本
哲
生
「
教
育
勅
語
衍
義
書
の
教
育
史
的
一
考
察
︱
明
治
二
十
年

代
の
場
合
︱
」（『
日
本
大
学
精
神
文
化
研
究
所
・
教
育
制
度
研
究
所
紀

要
』
第
六
号
、一
九
七
四
年
）
は
、「
教
育
勅
語
」
解
釈
の
立
場
を
、（
イ
）

儒
教
を
基
底
に
し
た
も
の
、（
ロ
）
我
が
国
の
歴
史
的
事
実
（
国
体
）
に
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よ
っ
た
た
も
の
、（
ハ
）
倫
理
学
的
立
場
か
ら
す
る
も
の
、（
ニ
）
道
話

的
な
も
の
、（
ホ
）
宗
教
的
（
仏
教
・
キ
リ
ス
ト
教
）
立
場
に
よ
っ
た
も

の
、
の
五
つ
の
場
合
を
指
摘
す
る
。
な
お
同
論
文
は
明
治
期
に
出
版
さ

れ
た
勅
語
衍
義
書
は
一
〇
七
種
と
い
う
。

（
38
）	

ほ
か
に
次
の
一
節
も
泊
園
の
『
大
学
』
解
釈
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

「
父
子
兄
弟
夫
婦
德
ヲ
一
ニ
シ
テ
、
一
家
和
シ
、
朋
友
姻
族
州
里
德
ヲ
一

ニ
シ
テ
、
一
國
和
シ
、
君
臣
上
下
貴
賤
德
ヲ
一
ニ
シ
テ
、
天
下
和
ス
、

家
ヨ
リ
國
ニ
及
ホ
シ
、
國
ヨ
リ
天
下
ニ
及
ボ
シ
、
和
氣
天
地
ノ
間
ニ
洋

溢
シ
テ
、
國
家
盤
石
ヨ
リ
モ
堅
固
ナ
リ
。」（『
聖
勅
衍
義
』
第
六
十
七
～

八
頁
）

【
附
記
】
本
稿
は
平
成
二
十
六
年
度 

日
本
学
術
振
興
会
・
科
学
研
究
費
補
助

金 

基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
変
革
期
に
お
け
る
大
坂
漢
学
の
研
究

︱
懐
徳
堂

を
中
心
に

︱
」（
課
題
番
号22520085

）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ

る
。
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朱
熹
『
大
学
章
句
』

　

大
學
之
道
、
在
明
明
德
、
在
親
民
、
在
止
於
至
善
。

Ａ
知
止
而
後
有
定
、
定
而
後
能
靜
、
靜
而
後
能
安
、
安
而
後
能

慮
、
慮
而
後
能
得
。

Ｂ
物
有
本
末
、
事
有
終
始
。
知
所
先
後
、
則
近
道
矣
。

　

古
之
欲
明
明
德
於
天
下
者
、
先
治
其
國
。
欲
治
其
國
者
、
先

齊
其
家
。
欲
齊
其
家
者
、
先
修
其
身
。
欲
修
其
身
者
、
先
正
其

心
。
欲
正
其
心
者
、
先
誠
其
意
。
欲
誠
其
意
者
、
先
致
其
知
。

致
知
在
格
物
。

　

物
格
而
後
知
至
。
知
至
而
後
意
誠
。
意
誠
而
後
心
正
。
心
正

而
後
身
修
。
身
修
而
後
家
齊
。
家
齊
而
後
國
治
。
國
治
而
後
天

下
平
。

　

自
天
子
以
至
於
庶
人
、
壹
是
皆
以
修
身
為
本
。　

　

其
本
亂
而
末
治
者
、
否
矣
。
其
所
厚
者
薄
、
而
其
所
薄
者

厚
、
未
之
有
也
。

　
　
　

右
經
一
章
、
蓋
孔
子
之
言
、
而
曾
子
述
之
。

　
　
　

其
傳
十
章
、
則
曾
子
之
意
而
門
人
記
之
也
。

　
　
　

舊
本
頗
有
錯
簡
、
今
因
程
子
所
定
、
而
更
考

　
　
　

經
文
、
别
為
序
次
如
左
。

　
《
康
誥
》
曰
、「
克
明
德
。」《《
大
甲
》
曰
、「
顧
諟
天
之
明

藤
澤
南
岳
『
大
学
家
説
』

　

大
學
之
道
、
在
明
明
德
、
在
親
民
、
在
止
於
至
善
。

　

古
之
欲
明
明
德
於
天
下
者
、
先
治
其
國
。
欲
治
其
國
者
、
先

齊
其
家
。
欲
齊
其
家
者
、
先
修
其
身
。
欲
修
其
身
者
、
先
正
其

心
。
欲
正
其
心
者
、
先
誠
其
意
。
欲
誠
其
意
者
、
先
致
其
知
。

致
知
在
格
物
。

　

物
格
而
後
知
至
。
知
至
而
後
意
誠
。
意
誠
而
後
心
正
。
心
正

而
後
身
修
。
身
修
而
後
家
齊
。
家
齊
而
後
國
治
。
國
治
而
後
天

下
平
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

自
天
子
以
至
於
庶
人
、
壹
是
皆
以
修
身
為
本
。　

　

其
本
亂
而
末
治
者
、
否
矣
。
其
所
厚
者
薄
、
而
其
所
薄
者

厚
、
未
之
有
也
。

　
　
　

一
章

　
《
康
誥
》
曰
、「
克
明
德
。」《《
大
甲
》
曰
、「
顧
諟
天
之
明
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命
。」《
帝
典
》
曰
、「
克
明
峻
德
。」
皆
自
明
也
。

　
　
　

右
傳
之
首
章
。
釋
明
明
德
。

　

湯
之
盤
銘
曰
、「
苟
日
新
、
日
日
新
、
又
日
新
。」《
康
誥
》

曰
、「
作
新
民
。」《
詩
》
曰
、「
周
雖
舊
邦
、
其
命
惟
新
。」
是

故
君
子
無
所
不
用
其
極
。

　
　
　

右
傳
之
二
章
。
釋
新
民
。

　
《
詩
》
云
、「
邦
畿
千
里
、
惟
民
所
止
。」《
詩
》
云
、「
緡
蠻

黃
鳥
、
止
於
丘
隅
。」
子
曰
、「
於
止
、
知
其
所
止
、
可
以
人
而

不
如
鳥
乎
？
」

　
《
詩
》
云
、「
穆
穆
文
王
、
於
緝
熙
敬
止
。」
為
人
君
、
止
於

仁
、
為
人
臣
、
止
於
敬
、
為
人
子
、
止
於
孝
、
為
人
父
、
止
於

慈
、
與
國
人
交
、
止
於
信
。

　
《
詩
》
云
、「
瞻
彼
淇
澳
、
菉
竹
猗
猗
。
有
斐
君
子
。
如
切
如

磋
、
如
琢
如
磨
。
瑟
兮
僩
兮
、
赫
兮
喧
兮
。
有
斐
君
子
、
終
不

可
諠
兮
。」「
如
切
如
磋
」
者
、
道
學
也
、「
如
琢
如
磨
」
者
、

自
脩
也
、「
瑟
兮
僩
兮
」
者
、
恂
慄
也
、「
赫
兮
喧
兮
」
者
、
威

儀
也
、「
有
斐
君
子
、
終
不
可
諠
兮
」
者
、
道
盛
德
至
善
、
民

之
不
能
忘
也
。

命
。」《
帝
典
》
曰
、「
克
明
峻
德
。」
皆
自
明
也
。

　
　
　

二
章

　

湯
之
盤
銘
曰
、「
苟
日
新
、
日
日
新
、
又
日
新
。」《
康
誥
》

曰
、「
作
新
民
。」《
詩
》
曰
、「
周
雖
舊
邦
、
其
命
惟
新
。」
是

故
君
子
無
所
不
用
其
極
。

　
　
　

三
章

　
《
詩
》
云
、「
邦
畿
千
里
、
惟
民
所
止
。」《
詩
》
云
、「
緡
蠻

黃
鳥
、
止
於
丘
隅
。」
子
曰
、「
於
止
、
知
其
所
止
、
可
以
人
而

不
如
鳥
乎
？
」

　
《
詩
》
云
、「
穆
穆
文
王
、
於
緝
熙
敬
止
。」
為
人
君
、
止
於

仁
、
為
人
臣
、
止
於
敬
、
為
人
子
、
止
於
孝
、
為
人
父
、
止
於

慈
、
與
國
人
交
、
止
於
信
。

　
《
詩
》
云
、「
瞻
彼
淇
澳
、
菉
竹
猗
猗
。
有
斐
君
子
。
如
切
如

磋
、
如
琢
如
磨
。
瑟
兮
僩
兮
、
赫
兮
喧
兮
。
有
斐
君
子
、
終
不

可
諠
兮
。」「
如
切
如
磋
」
者
、
道
學
也
、「
如
琢
如
磨
」
者
、

自
脩
也
、「
瑟
兮
僩
兮
」
者
、
恂
慄
也
、「
赫
兮
喧
兮
」
者
、
威

儀
也
、「
有
斐
君
子
、
終
不
可
諠
兮
」
者
、
道
盛
德
至
善
、
民

之
不
能
忘
也
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《
詩
》
云
、「
於
戲
前
王
不
忘
！
」
君
子
賢
其
賢
、
而
親
其

親
。
小
人
樂
其
樂
、
而
利
其
利
。
此
以
沒
世
不
忘
也
。

　
　
　

右
傳
之
三
章
。
釋
止
於
至
善
。

　

子
曰
、「
聽
訟
、
吾
猶
人
也
、
必
也
使
無
訟
乎
！
」
無
情
者

不
得
盡
其
辭
、
大
畏
民
志
。
此
謂
知
本
。

　
　
　

右
傳
之
四
章
。
釋
本
末
。

　

此
謂
知
本
、
此
謂
知
之
至
也
。

　
　
　

右
傳
之
五
章
、
蓋
釋
格
物
、
致
知
之
義
、
而
今
亡
矣
。

　
　
　
（
補
傳
略
）

　　

所
謂
誠
其
意
者
、
毋
自
欺
也
、
如
惡
惡
臭
、
如
好
好
色
。
此

之
謂
自
謙
。
故
君
子
必
慎
其
獨
也
。

　

小
人
閒
居
為
不
善
、
無
所
不
至
、
見
君
子
、
而
後
厭
然
。
揜

其
不
善
、
而
著
其
善
。
人
之
視
己
、
如
見
其
肺
肝
然
、
則
何
益

矣
。
此
謂
誠
於
中
、
形
於
外
。
故
君
子
必
慎
其
獨
也
。

　

曾
子
曰
、「
十
目
所
視
、
十
手
所
指
、
其
嚴
乎
。」

　

富
潤
屋
、
德
潤
身
。
心
廣
、
體
胖
。
故
君
子
必
誠
其
意
。

　
《
詩
》
云
、「
於
戲
前
王
不
忘
！
」
君
子
賢
其
賢
、
而
親
其

親
。
小
人
樂
其
樂
、
而
利
其
利
。
此
以
沒
世
不
忘
也
。

　
　
　

四
章

　

所
謂
致
知
在
格
物
者
、
Ｂ
物
有
本
末
、
事
有
終
始
。
知
所
先

後
、
則
近
道
矣
。
子
曰
、「
聽
訟
、
吾
猶
人
也
、
必
也
使
無
訟

乎
！
」
無
情
者
不
得
盡
其
辭
、
大
畏
民
志
。
此
謂
知
本
。

　
　
　

五
章

　
　

此
謂
知
本
、
所
謂
誠
意
在
致
知
者	

Ａ
知
止
而
後
有
定
、

定
而
後
能
靜
、
靜
而
後
能
安
、
安
而
後
能
慮
、
慮
而
後
能
得
。

此
謂
知
之
至
也
。

　
　
　

六
章

　

所
謂	

正
心
在	

誠
其
意
者
、
毋
自
欺
也
、
如
惡
惡
臭
、
如
好

好
色
。
此
之
謂
自
謙
。
故
君
子
必
慎
其
獨
也
。

　

小
人
閒
居
為
不
善
、
無
所
不
至
、
見
君
子
、
而
後
厭
然
。
揜

其
不
善
、
而
著
其
善
。
人
之
視
己
、
如
見
其
肺
肝
然
、
則
何
益

矣
。
此
謂
誠
於
中
、
形
於
外
。
故
君
子
必
慎
其
獨
也
。

　

曾
子
曰
、「
十
目
所
視
、
十
手
所
指
、
其
嚴
乎
。」

　

富
潤
屋
、
德
潤
身
。
心
廣
、
體
胖
。
故
君
子
必
誠
其
意
。
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右
傳
之
六
章
。
釋
誠
意
。

所
謂
脩
身
在
正
其
心
者
、
身
有
所
忿
懥
、
則
不
得
其
正
。
有
所

恐
懼
、
則
不
得
其
正
。
有
所
好
樂
、
則
不
得
其
正
。
有
所
憂

患
、
則
不
得
其
正
。

　

心
不
在
焉
、
視
而
不
見
、
聽
而
不
聞
、
食
而
不
知
其
味
。
此

謂
脩
身
在
正
其
心
。

　
　
　

右
傳
之
七
章
。
釋
正
心
修
身
。

　

所
謂
齊
其
家
在
脩
其
身
者
、
人
之
其
所
親
愛
、
而
辟
焉
。
之

其
所
賤
惡
、
而
辟
焉
。
之
其
所
畏
敬
、
而
辟
焉
。
之
其
所
哀

矜
、
而
辟
焉
。
之
其
所
敖
惰
、
而
辟
焉
。
故
好
而
知
其
惡
、
惡

而
知
其
美
者
、
天
下
鮮
矣
。
故
諺
有
之
曰
、「
人
莫
知
其
子
之

惡
、
莫
知
其
苗
之
碩
。」
此
謂
身
不
脩
、
不
可
以
齊
其
家
。

　
　
　

右
傳
之
八
章
。
釋
脩
身
齊
家
。

　

所
謂
治
國
必
先
齊
其
家
者
、
其
家
不
可
教
、
而
能
教
人
者
、

無
之
。
故
君
子
不
出
家
、
而
成
教
於
國
。
孝
者
、
所
以
事
君

也
、
弟
者
、
所
以
事
長
也
、
慈
者
、
所
以
使
眾
也
。

　
《
康
誥
》
曰
、「
如
保
赤
子
、
心
誠
求
之
。」
雖
不
中
、
不
遠

矣
、
未
有
學
養
子
、
而
後
嫁
者
也
。

　
　
　

七
章

所
謂
脩
身
在
正
其
心
者
、
身
有
所
忿
懥
、
則
不
得
其
正
。
有
所

恐
懼
、
則
不
得
其
正
。
有
所
好
樂
、
則
不
得
其
正
。
有
所
憂

患
、
則
不
得
其
正
。

　

心
不
在
焉
、
視
而
不
見
、
聽
而
不
聞
、
食
而
不
知
其
味
。
此

謂
脩
身
在
正
其
心
。

　
　
　

八
章

　

所
謂
齊
其
家
在
脩
其
身
者
、
人
之
其
所
親
愛
、
而
辟
焉
。
之

其
所
賤
惡
、
而
辟
焉
。
之
其
所
畏
敬
、
而
辟
焉
。
之
其
所
哀

矜
、
而
辟
焉
。
之
其
所
敖
惰
、
而
辟
焉
。
故
好
而
知
其
惡
、
惡

而
知
其
美
者
、
天
下
鮮
矣
。
故
諺
有
之
曰
、「
人
莫
知
其
子
之

惡
、
莫
知
其
苗
之
碩
。」
此
謂
身
不
脩
、
不
可
以
齊
其
家
。

　
　
　

九
章

　

所
謂
治
國
必
先
齊
其
家
者
、
其
家
不
可
教
、
而
能
教
人
者
、

無
之
。
故
君
子
不
出
家
、
而
成
教
於
國
。
孝
者
、
所
以
事
君

也
、
弟
者
、
所
以
事
長
也
、
慈
者
、
所
以
使
眾
也
。 

《
康
誥
》

曰
、「
如
保
赤
子
、
心
誠
求
之
。」
雖
不
中
、
不
遠
矣
、
未
有
學

養
子
、
而
後
嫁
者
也
。
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一
家
仁
、
一
國
興
仁
、
一
家
讓
、
一
國
興
讓
、
一
人
貪
戾
、

一
國
作
亂
。
其
機
如
此
、
此
謂
一
言
僨
事
、
一
人
定
國
。

　

堯
舜
帥
天
下
以
仁
、
而
民
從
之
。
桀
紂
帥
天
下
以
暴
、
而
民

從
之
。
其
所
令
反
其
所
好
、
而
民
不
從
。

　

是
故
君
子
、
有
諸
己
、
而
後
求
諸
人
。
無
諸
己
、
而
後
非
諸

人
。
所
藏
乎
身
不
恕
、
而
能
喻
諸
人
者
、
未
之
有
也
。
故
治
國

在
齊
其
家
。

　
《
詩
》
云
、「
桃
之
夭
夭
、
其
葉
蓁
蓁
、
之
子
于
歸
、
宜
其
家

人
。」
宜
其
家
人
、
而
後
可
以
教
國
人
。

　
《
詩
》
云
、「
宜
兄
宜
弟
。」
宜
兄
宜
弟
、
而
後
可
以
教
國
人
。

　
《
詩
》
云
、「
其
儀
不
忒
、
正
是
四
國
。」
其
為
父
子
兄
弟
足

法
、
而
後
民
法
之
也
。

　

此
謂
治
國
、
在
齊
其
家
。

　
　
　

右
傳
之
九
章
。
釋
齊
家
治
國
。

　

所
謂
平
天
下
在
治
其
國
者
、
上
老
老
而
民
興
孝
、
上
長
長
而

民
興
弟
、
上
恤
孤
而
民
不
倍
。
是
以
君
子
有
絜
矩
之
道
也
。

　

所
惡
於
上
、
毋
以
使
下
。
所
惡
於
下
、
毋
以
事
上
。
所
惡
於

前
、
毋
以
先
後
。
所
惡
於
後
、
毋
以
從
前
。
所
惡
於
右
、
毋
以

交
於
左
。
所
惡
於
左
、
毋
以
交
於
右
。
此
之
謂
絜
矩
之
道
。

　
《
詩
》
云
、「
樂
只
君
子
、
民
之
父
母
。」
民
之
所
好
好
之
、

　

一
家
仁
、
一
國
興
仁
、
一
家
讓
、
一
國
興
讓
、
一
人
貪
戾
、

一
國
作
亂
。
其
機
如
此
、
此
謂
一
言
僨
事
、
一
人
定
國
。

　

堯
舜
帥
天
下
以
仁
、
而
民
從
之
。
桀
紂
帥
天
下
以
暴
、
而
民

從
之
。
其
所
令
反
其
所
好
、
而
民
不
從
。

　

是
故
君
子
、
有
諸
己
、
而
後
求
諸
人
。
無
諸
己
、
而
後
非
諸

人
。
所
藏
乎
身
不
恕
、
而
能
喻
諸
人
者
、
未
之
有
也
。
故
治
國

在
齊
其
家
。

　
《
詩
》
云
、「
桃
之
夭
夭
、
其
葉
蓁
蓁
、
之
子
于
歸
、
宜
其
家

人
。」
宜
其
家
人
、
而
後
可
以
教
國
人
。

　
《
詩
》
云
、「
宜
兄
宜
弟
。」
宜
兄
宜
弟
、
而
後
可
以
教
國
人
。

　
《
詩
》
云
、「
其
儀
不
忒
、
正
是
四
國
。」
其
為
父
子
兄
弟
足

法
、
而
後
民
法
之
也
。

　

此
謂
治
國
、
在
齊
其
家
。

　
　
　

十
章

　

所
謂
平
天
下
在
治
其
國
者
、
上
老
老
而
民
興
孝
、
上
長
長
而

民
興
弟
、
上
恤
孤
而
民
不
倍
。
是
以
君
子
有
絜
矩
之
道
也
。

　

所
惡
於
上
、
毋
以
使
下
。
所
惡
於
下
、
毋
以
事
上
。
所
惡
於

前
、
毋
以
先
後
。
所
惡
於
後
、
毋
以
從
前
。
所
惡
於
右
、
毋
以

交
於
左
。
所
惡
於
左
、
毋
以
交
於
右
。
此
之
謂
絜
矩
之
道
。

　
《
詩
》
云
、「
樂
只
君
子
、
民
之
父
母
。」
民
之
所
好
好
之
、
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民
之
所
惡
惡
之
、
此
之
謂
民
之
父
母
。

　
《
詩
》
云
、「
節
彼
南
山
、
維
石
巖
巖
。
赫
赫
師
尹
、
民
具
爾

瞻
。」
有
國
者
不
可
以
不
慎
、
辟
則
為
天
下
僇
矣
。

　
《
詩
》
云
、「
殷
之
未
喪
師
、
克
配
上
帝
。
儀
監
於
殷
、
峻
命

不
易
。」
道
得
眾
、
則
得
國
、
失
眾
、
則
失
國
。

Ｃ
是
故
君
子
先
慎
乎
德
。
有
德
、
此
有
人
、
有
人
、
此
有
土
、

有
土
、
此
有
財
、
有
財
、
此
有
用
。

　
德
者
本
也
、
財
者
末
也
。
外
本
內
末
、
爭
民
施
奪
。

　
是
故
財
聚
則
民
散
、
財
散
則
民
聚
。

　
是
故
言
悖
而
出
者
、
亦
悖
而
入
。
貨
悖
而
入
者
、
亦
悖
而

出
。

　
《
康
誥
》
曰
、「
惟
命
不
於
常
。」
道
善
則
得
之
、
不
善
則
失

之
矣
。

　

楚
書
曰
、「
楚
國
無
以
為
寶
、
惟
善
以
為
寶
。」

　

舅
犯
曰
、「
亡
人
無
以
為
寶
、
仁
親
以
為
寶
。」

　
《
秦
誓
》
曰
、「
若
有
一
個
臣
、
斷
斷
兮
、
無
他
技
、
其
心
休

休
焉
、
其
如
有
容
焉
。
人
之
有
技
、
若
己
有
之
。
人
之
彥
聖
、

其
心
好
之
。
不
啻
若
自
其
出
口
。
寔
能
容
之
、
以
能
保
我
子
孫

黎
民
、
尚
亦
有
利
哉
。
人
之
有
技
、
媢
嫉
以
惡
之
。
人
之
彥
聖

而
違
之
、
俾
不
通
。
寔
不
能
容
、
以
不
能
保
我
子
孫
黎
民
、
亦

民
之
所
惡
惡
之
、
此
之
謂
民
之
父
母
。

　
《
詩
》
云
、「
節
彼
南
山
、
維
石
巖
巖
。
赫
赫
師
尹
、
民
具
爾

瞻
。」
有
國
者
不
可
以
不
慎
、
辟
則
為
天
下
僇
矣
。

　
《
詩
》
云
、「
殷
之
未
喪
師
、
克
配
上
帝
。
儀
監
於
殷
、
峻
命

不
易
。」
道
得
眾
、
則
得
國
、
失
眾
、
則
失
國
。

《
康
誥
》
曰
、「
惟
命
不
於
常
。」
道
善
則
得
之
、
不
善
則
失
之

矣
。

　

楚
書
曰
、「
楚
國
無
以
為
寶
、
惟
善
以
為
寶
。」

　

舅
犯
曰
、「
亡
人
無
以
為
寶
、
仁
親
以
為
寶
。」

　
《
秦
誓
》
曰
、「
若
有
一
個
臣
、
斷
斷
兮
、
無
他
技
、
其
心
休

休
焉
、
其
如
有
容
焉
。
人
之
有
技
、
若
己
有
之
。
人
之
彥
聖
、

其
心
好
之
。
不
啻
若
自
其
出
口
。
寔
能
容
之
、
以
能
保
我
子
孫

黎
民
、
尚
亦
有
利
哉
。
人
之
有
技
、
媢
嫉
以
惡
之
。
人
之
彥
聖

而
違
之
、
俾
不
通
。
寔
不
能
容
、
以
不
能
保
我
子
孫
黎
民
、
亦
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曰
殆
哉
。」

　

唯
仁
人
放
流
之
、
迸
諸
四
夷
、
不
與
同
中
國
。
此
謂
唯
仁
人

為
能
愛
人
、
能
惡
人
。

　

見
賢
而
不
能
舉
、
舉
而
不
能
先
、
命
也
。
見
不
善
而
不
能

退
、
退
而
不
能
遠
、
過
也
。

　

好
人
之
所
惡
、
惡
人
之
所
好
、
是
謂
拂
人
之
性
、
菑
必
逮
夫

身
。

　

是
故
君
子
有
大
道
、
必
忠
信
以
得
之
、
驕
泰
以
失
之
。

　

生
財
有
大
道
、
生
之
者
眾
、
食
之
者
寡
。
為
之
者
疾
、
用
之

者
舒
、
則
財
恆
足
矣
。

　

仁
者
以
財
發
身
、
不
仁
者
以
身
發
財
。

　

未
有
上
好
仁
而
下
不
好
義
者
也
、
未
有
好
義
其
事
不
終
者

也
、
未
有
府
庫
財
非
其
財
者
也
。

　

孟
獻
子
曰
、
畜
馬
乘
、
不
察
於
雞
豚
。
伐
冰
之
家
、
不
畜
牛

羊
。
百
乘
之
家
、
不
畜
聚
斂
之
臣
。
與
其
有
聚
斂
之
臣
、
寧
有

曰
殆
哉
。」

　

唯
仁
人
放
流
之
、
迸
諸
四
夷
、
不
與
同
中
國
。
此
謂
「
唯
仁

人
為
能
愛
人
、
能
惡
人
。」（
古
語
）

　

見
賢
而
不
能
舉
、
舉
而
不
能
先
、
命
也
。
見
不
善
而
不
能

退
、
退
而
不
能
遠
、
過
也
。

　

好
人
之
所
惡
、
惡
人
之
所
好
、
是
謂
拂
人
之
性
、
菑
必
逮
夫

身
。

Ｃ
是
故
君
子
先
慎
乎
德
。
有
德
、
此
有
人
、
有
人
、
此
有
土
、

有
土
、
此
有
財
、
有
財
、
此
有
用
。

　
德
者
本
也
、
財
者
末
也
。
外
本
內
末
、
爭
民
施
奪
。

　
是
故
財
聚
則
民
散
、
財
散
則
民
聚
。

　
是
故
言
悖
而
出
者
、
亦
悖
而
入
。
貨
悖
而
入
者
、
亦
悖
而

出
。

　

是
故
君
子
有
大
道
、
必
忠
信
以
得
之
、
驕
泰
以
失
之
。

　

生
財
有
大
道
、
生
之
者
眾
、
食
之
者
寡
。
為
之
者
疾
、
用
之

者
舒
、
則
財
恆
足
矣
。

　

仁
者
以
財
發
身
、
不
仁
者
以
身
發
財
。

　

未
有
上
好
仁
而
下
不
好
義
者
也
、
未
有
好
義
其
事
不
終
者

也
、
未
有
府
庫
財
非
其
財
者
也
。

　

孟
獻
子
曰
、
畜
馬
乘
、
不
察
於
雞
豚
。
伐
冰
之
家
、
不
畜
牛

羊
。
百
乘
之
家
、
不
畜
聚
斂
之
臣
。
與
其
有
聚
斂
之
臣
、
寧
有
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盜
臣
。
此
謂
國
不
以
利
為
利
、
以
義
為
利
也
。

　

長
國
家
而
務
財
用
者
、
必
自
小
人
矣
。（
彼
為
善
之
。
朱
熹
、

前
後
脱
文
）
小
人
之
使
為
國
家
、
菑
害
並
至
。
雖
有
善
者
、
亦

無
如
之
何
矣
。
此
謂
國
不
以
利
為
利
、
以
義
為
利
也
。

右
傳
之
十
章
。
釋
治
國
平
天
下
。
凡
傳
十
章
、
前
四
章

統
論
綱
領
指
趣
、
後
六
章
細
論
條
目
功
夫
。
其
第
五
章

乃
明
善
之
要
、
第
六
章
乃
誠
身
之
本
、
在
初
學
尤
為
當

務
之
急
、
讀
者
不
可
以
其
近
而
忽
之
也
。

盜
臣
。
此
謂
國
不
以
利
為
利
、
以
義
為
利
也
。

　

長
國
家
而
務
財
用
者
、
必
自
小
人
矣
。
彼
為
善
之
、
小
人
之

使
為
國
家
、
菑
害
並
至
。
雖
有
善
者
、
亦
無
如
之
何
矣
。
此
謂

國
不
以
利
為
利
、
以
義
為
利
也
。

　
　
　

十
一
章

※�

五
章�

所
謂
致
知
在
格
物
者
・
六
章	

所
謂
誠
意
在
致
知
者
・
七

章	

正
心
在	

の	

　
　
　	

の
文
言
は
他
章
の
体
裁
と
合
わ
せ
る
た

め
に
東
畡
が
試
み
に
補
っ
た
も
の
。


